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は 

じ 

め 

に

　

南
北
朝
期
の
朝
倉
氏
に
関
す
る
数
少
な
い
一
次
史
料
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き

た
『
朝
倉
家
記
』
所
収
南
北
朝
期
の
文
書
四
通（

１
）に

つ
い
て
偽
文
書
の
疑
い
あ
り

と
し
た
か
つ
て
の
私
見（

２
）を

、松
原
信
之
氏
の
批
判（

３
）を

受
け
て
撤
回
し
て
い
た
が
、

再
検
討
し
た
結
果
、
延
文
二
年
（
一
三
五
七
）
十
二
月
二
日
足
利
尊
氏
袖
判
下

文
だ
け
は
偽
文
書
の
可
能
性
を
否
定
し
切
れ
な
い
こ
と
を
先
に
発
表
し
た（

４
）。

た

だ
、
仮
に
こ
の
文
書
が
偽
文
書
だ
と
し
て
も
、
残
り
の
三
通
の
文
書
（
の
正

文
）
が
真
文
書
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
ら
の
語
る
と
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
、
貞
治
五

年
（
一
三
六
六
）
の
斯
波
氏
失
脚
に
際
し
て
、
朝
倉
高
景
が
足
利
義
詮
か
ら
斯

波
氏
の
越
前
入
国
阻
止
を
命
じ
ら
れ
、
そ
の
勲
功
賞
と
し
て
宇
坂
荘
以
下
七
か

所
の
地
頭
職
を
義
詮
か
ら
宛
行
わ
れ
た
、
と
い
う
文
書
内
容
は
史
実
と
し
て
認

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
、
そ
も
そ
も
『
朝
倉
家
記
』
に
収
め
る
四
二
通
の
文
書
は
、
朝
倉
氏

が
長
享
元
年
（
一
四
八
七
）
と
延
徳
三
年
（
一
四
九
一
）
の
斯
波
氏
と
の
訴
訟

に
お
い
て
、
斯
波
氏
と
の
主
従
関
係
を
否
定
す
る
目
的
で
幕
府
に
提
出
し
た
支

証
で
あ
る
以
上
、
い
ず
れ
も
そ
の
目
的
に
沿
っ
た
文
書
に
限
ら
れ
て
お
り
、
こ

れ
ら
の
み
を
も
っ
て
斯
波
氏
と
の
関
係
の
全
体
像
が
正
し
く
理
解
で
き
る
わ
け

で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で
改
め
て
、
先
学
の
所
論
を
再
検
討

し
つ
つ
、
南
北
朝
期
に
お
け
る
朝
倉
氏
と
斯
波
氏
の
関
係
に
つ
い
て
、
歴
史
的

段
階
を
追
っ
て
確
認
す
る
作
業
を
し
て
み
た
い
。

　
　
　

一　

朝
倉
氏
の
越
前
入
国
と
斯
波
氏
と
の
関
係
形
成

　

但
馬
国
養
父
郡
朝
倉
荘
を
名
字
の
地
と
す
る
朝
倉
氏
が
越
前
に
来
着
し
た
経

緯
に
つ
い
て
『
朝
倉
始
末
記（

５
）』

は
、
正
慶
二
年
（
一
三
三
三
）
四
月
、
足
利
高

氏
が
丹
波
国
篠
村
で
反
幕
の
兵
を
挙
げ
た
際
、
こ
こ
に
駆
け
つ
け
た
朝
倉
広
景

が
斯
波
高
経
に
従
っ
て
転
戦
し
、
暦
応
元
年
（
一
三
三
八
）、
高
経
が
新
田
義

南
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貞
を
討
っ
て
越
前
を
平
定
す
る
と
、
広
景
を
同
国
坂
南
郡
黒
丸
城
に
据
え
た
、

と
説
明
す
る
。
ま
た
多
く
の
系
図
類
は
、
朝
倉
広
景
と
斯
波
氏
の
関
係
に
は
一

切
ふ
れ
ず
に
、
単
に
但
馬
か
ら
入
国
し
た
こ
と
の
み
伝
え
る
が
、「
日
下
部
氏

朝
倉
系
図
略（

６
）」
広
景
の
項
は
高
経
の
「
老
臣
」
と
し
て
延
元
二
年
（
建
武
四
年
・

一
三
三
七
）
に
「
越
前
足
羽
北
庄
」
に
来
た
と
す
る
。

　

通
説
化
し
た
こ
う
し
た
理
解
は
こ
れ
ま
で
信
頼
で
き
る
史
料
に
よ
る
検
証
が

行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
佐
藤
圭
氏
は
鎌
倉
期
の
朝
倉
氏
・
朝
倉
荘
に
関
す

る
史
料
、
日
下
部
（
朝
倉
）
氏
系
譜
、
南
北
朝
期
初
頭
の
但
馬
と
越
前
を
め
ぐ

る
軍
事
情
勢
な
ど
の
検
討
を
通
じ
て
、
斯
波
氏
と
の
主
従
関
係
成
立
の
時
期
、

契
機
、
及
び
朝
倉
氏
の
越
前
入
国
の
経
緯
な
ど
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た（

７
）。
新

し
い
視
点
か
ら
の
意
欲
的
な
論
考
で
学
ぶ
べ
き
点
も
少
な
く
な
い
が
、
最
終
的

結
論
に
は
従
え
な
い
。

　

福
井
県
史
編
纂
過
程
で
発
見
さ
れ
た
「
壬
生
本
朝
倉
系
図
」（
以
下
で
は
「
朝

倉
家
伝
記
」
と
す
る（

８
））

は
、
朝
倉
広
景
の
越
前
入
国
の
経
緯
に
つ
い
て
、
通
説

に
は
な
い
内
容
を
含
ん
で
い
た
。
す
な
わ
ち
、
広
景
は
丹
後
寺
崎
城
に
籠
も
っ

て
い
た
と
き
の
夢
想
に
従
っ
て
、
法
華
経
を
背
負
い
諏
訪
神
氏
と
二
人
で
北
国

を
行
脚
し
た
末
に
、
越
前
国
足
羽
荘
黒
丸
に
至
り
、
嘉
元
元
年
（
一
三
〇
三
）、

当
地
の
黒
丸
氏
の
息
女
妙
浄
（
母
は
足
羽
荘
領
主
一
条
氏（

９
）の

娘
明
珎
）
と
結
婚

し
、
足
羽
荘
代
官
に
な
っ
た
と
い
う
。
佐
藤
氏
は
、
こ
れ
ら
の
記
事
を
検
討
し

た
結
果
、「
多
分
に
伝
説
的
な
説
話
を
載
せ
て
い
る
だ
け
で
、
歴
史
的
事
実
を

知
る
た
め
の
素
材
と
し
て
は
使
え
な
い
」
と
結
論
づ
け
、『
朝
倉
始
末
記
』
な

ど
の
伝
え
る
通
説
は
、
依
然
と
し
て
「
ひ
と
つ
の
説
と
し
て
意
味
を
も
っ
て
い

る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
」
と
し
、
通
説
が
意
図
的
に
無
視
し
て
い
る
、
斯
波

氏
と
の
関
係
形
成
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
明
ら
か
に
し
た
。

　

ま
ず
朝
倉
氏
と
斯
波
氏
の
主
従
関
係
形
成
の
時
期
と
契
機
に
つ
い
て
は
、
①

鎌
倉
後
期
の
朝
倉
荘
地
頭
長
井
賴
重
は
近
衛
家
領
摂
津
国
垂
水
東
牧
中
条
の
年

預
を
兼
帯
し
て
い
て
、
同
牧
の
年
預
代
に
朝
倉
泰
信
を
任
じ
て
い
た
こ
と
か
ら

長
井
・
朝
倉
両
氏
の
間
に
主
従
関
係
が
想
定
さ
れ
る
、
②
長
井
賴
重
の
従
兄
弟

時
秀
の
娘
が
斯
波
家
貞
に
嫁
し
て
高
経
を
生
ん
で
い
る
、
③
高
経
は
十
九
歳
ま

で
に
父
を
亡
く
し
て
い
る
の
で
高
経
に
対
す
る
母
方
長
井
氏
の
影
響
力
が
大
き

か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
、
な
ど
か
ら
、
南
北
朝
期
に
入
る
前
の
高
経
の
「
成
長

期
」
に
長
井
氏
を
介
し
て
斯
波
氏
と
朝
倉
氏
と
の
主
従
関
係
が
成
立
し
た
と
想

定
で
き
る
と
し
、
乳
母
の
類
縁
と
い
っ
た
親
し
い
関
係
を
契
機
と
し
た
可
能
性

を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
に
よ
る
長
井
氏
一
門
の
地
位
低

下
が
、
朝
倉
氏
が
足
利
尊
氏
や
斯
波
高
経
の
配
下
に
入
る
契
機
に
な
っ
た
と
も

し
て
い
る
。

　

朝
倉
氏
と
斯
波
氏
の
関
係
が
長
井
氏
を
媒
介
に
し
て
成
立
し
た
と
す
る
新
説

で
あ
る
が
、
長
井
賴
重
と
朝
倉
泰
信
の
間
に
は
確
か
に
主
従
関
係
が
想
定
で
き

る
と
し
て
も
、
朝
倉
広
景
が
こ
の
泰
信
の
系
譜
に
連
な
る
か
否
か
は
確
定
で
き

ず）
（（
（

、
長
井
賴
重
と
朝
倉
泰
信
の
関
係
を
、
そ
の
ま
ま
長
井
氏
と
朝
倉
広
景
の
関

係
に
敷
衍
す
る
の
は
大
き
な
危
険
を
伴
う
。
仮
に
朝
倉
広
景
と
長
井
氏
の
間
に

主
従
関
係
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
以
下
い
く
つ
か
の
理
由
で
佐
藤
説
は
成
立
し

得
な
い
と
考
え
る
。
ま
ず
、
朝
倉
氏
と
関
係
の
あ
る
長
井
賴
重
は
六
波
羅
評
定

衆
家
で
あ
り
、
斯
波
氏
と
婚
姻
関
係
を
も
っ
た
長
井
時
秀
が
属
す
る
幕
府
評
定

衆
家
（
惣
領
家
）
と
は
別
家
で
あ
っ
て）

（（
（

、
六
波
羅
評
定
衆
家
長
井
氏
が
、
斯
波

高
経
に
影
響
力
を
及
ぼ
す
と
は
考
え
難
い
。
そ
れ
以
前
に
、
そ
も
そ
も
、
自
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分
の
主
（
長
井
氏
）
が
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
い
る
相
手
（
斯
波
氏
）
の
被
官
に

な
ろ
う
と
す
る
だ
ろ
う
か
。
佐
藤
氏
は
、
朝
倉
氏
は
高
経
の
「
成
長
期
」
に
長

井
氏
を
介
し
て
斯
波
氏
の
被
官
に
な
っ
た
と
想
定
し
て
い
る
が
、
高
経
の
生
年

は
嘉
元
三
年
（
一
三
〇
五
）
で
あ
る
か
ら）
（（
（

、「
成
長
期
」
を
一
般
的
元
服
年
齢
の

十
五
歳
以
前
と
仮
定
す
れ
ば
一
三
一
〇
年
代
と
な
る
。
こ
の
頃
の
長
井
氏
は
先

の
賴
重
の
子
、
貞
重
の
代
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
貞
重
は
父
、
祖
父
以
来
の
備

後
守
護
職
、
六
波
羅
評
定
衆
の
地
位
に
あ
っ
た
。
か
か
る
権
勢
の
あ
る
長
井
氏

と
の
主
従
関
係
を
不
足
と
し
て
、
朝
倉
広
景
が
敢
え
て
関
東
御
家
人
斯
波
氏
に

近
づ
こ
う
と
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
以
上
か
ら
、
斯
波
・
朝
倉
両
氏
の
関
係

が
「
南
北
朝
期
に
突
如
と
し
て
結
ば
れ
た
」
の
で
は
な
く
、
鎌
倉
末
期
に
当
た

る
高
経
の「
成
長
期
」に
成
立
し
た
と
す
る
佐
藤
氏
の
所
説
に
は
首
肯
で
き
な
い
。

　

朝
倉
氏
の
越
前
入
国
に
つ
い
て
佐
藤
氏
は
、
建
武
三
年
（
一
三
三
六
）
冬
か

ら
翌
年
に
か
け
て
、
但
馬
の
北
党
武
士
が
同
国
守
護
今
川
賴
貞
に
率
い
ら
れ
て

越
前
金
ヶ
崎
城
攻
撃
に
参
陣
し
て
い
る
事
実
を
挙
げ
、『
朝
倉
始
末
記
』
や
系

図
の
い
う
、
延
元
二
年
（
建
武
四
年
）
に
朝
倉
広
景
が
金
ヶ
崎
城
攻
撃
の
た
め

越
前
に
入
り
斯
波
高
経
に
従
っ
た
と
す
る
通
説
の
基
本
的
部
分
は
信
用
に
足

る
、
と
結
論
づ
け
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
建
武
三
年
十
月
に
新
田
義
貞
が

越
前
金
ヶ
崎
城
に
下
っ
て
か
ら
、
こ
れ
を
攻
め
る
た
め
今
川
賴
貞
に
率
い
ら
れ

て
若
狭
国
小
浜
を
経
て
敦
賀
に
来
陣
し
た
但
馬
勢
と
、
す
で
に
同
年
六
月
ま
で

に
守
護
と
し
て
越
前
に
下
っ
て
い
た
斯
波
高
経
に
率
い
ら
れ
て
甲
楽
城
（
敦
賀

北
方
の
海
岸
）
方
面
か
ら
敦
賀
に
迫
っ
た
北
陸
勢
が
合
体
し
て
同
じ
軍
事
行
動

を
と
っ
た
と
は
考
え
に
く
く
、『
太
平
記
』
に
拠
る
限
り
、
金
ヶ
崎
城
攻
防
戦

に
お
い
て
斯
波
勢
と
今
川
率
い
る
但
馬
勢
の
共
同
行
動
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
と
き
朝
倉
広
景
が
但
馬
勢
の
一
員
と
し
て
越
前
金
ヶ
崎
に
来

着
し
、
そ
れ
か
ら
高
経
の
配
下
に
入
っ
た
と
の
想
定
に
は
無
理
が
あ
る
。
そ
も

そ
も
、
そ
れ
以
前
（
高
経
の
「
成
長
期
」）
か
ら
斯
波
氏
と
の
関
係
が
生
じ
て

い
た
と
す
る
氏
の
主
張
に
従
え
ば
、
建
武
三
年
に
但
馬
か
ら
初
め
て
入
国
し
た

の
で
は
な
く
、
以
前
か
ら
斯
波
氏
と
の
関
係
が
生
じ
て
い
て
、
こ
の
と
き
は
斯

波
勢
の
一
員
と
し
て
越
前
国
内
か
ら
金
ヶ
崎
城
に
向
か
っ
た
可
能
性
が
高
く
な

り
、
氏
の
所
論
の
な
か
で
矛
盾
を
き
た
す
こ
と
に
な
る
。

　

結
局
、
朝
倉
広
景
と
斯
波
高
経
の
関
係
が
い
つ
生
じ
た
の
か
、
明
確
な
解
答

を
示
す
こ
と
は
困
難
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
、
朝
倉
氏
が
斯
波
氏
の
軍

事
指
揮
下
に
あ
る
こ
と
が
初
め
て
判
明
す
る
暦
応
二
年
（
一
三
三
九
）
七
月
、

斯
波
勢
の
黒
丸
城
撤
退
と
い
う
重
要
な
軍
評
定
の
メ
ン
バ
ー
に
加
わ
っ
て
い
る）

（（
（

と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
と
き
に
は
両
氏
の
関
係
が
生
じ
て
か
ら
相
当
の
時
間
が

経
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、『
朝
倉
始
末
記
』
な
ど
の
い
う
、

元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）
四
月
の
足
利
高
氏
の
丹
波
篠
村
着
陣
と
そ
れ
に
続
く

六
波
羅
攻
め
（
斯
波
高
経
も
こ
の
と
き
高
氏
と
共
同
行
動
を
と
っ
て
い
る）

（（
（

）
が
、

朝
倉
氏
が
斯
波
氏
と
出
会
う
可
能
性
の
あ
る
最
初
だ
と
す
れ
ば
、
わ
ず
か
六
年

前
と
い
う
不
安
も
あ
る
が
、
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
は
有
力
な
候
補
と
な
り
得
る
。

　

こ
れ
以
後
の
斯
波
高
経
の
活
動
と
し
て
、
小
川
信
氏
の
明
ら
か
に
し
て
い
る

と
こ
ろ
に
よ
る
と）

（（
（

、
①
六
波
羅
攻
め
（
元
弘
三
年
五
月
）、
②
建
武
政
権
下
の

越
前
守
護
と
し
て
在
地
で
の
遵
行
行
為
（
建
武
元
年
九
月
）、
③
紀
伊
の
北
条

方
飯
盛
城
攻
略
（
同
年
十
二
月
～
建
武
二
年
正
月
）、
④
中
先
代
の
乱
に
伴
う

鎌
倉
へ
の
東
下
と
そ
の
後
の
上
洛
（
同
年
八
月
～
十
二
月
）、
⑤
京
都
で
の
敗

戦
に
よ
る
九
州
へ
の
西
下
と
そ
の
後
の
再
上
洛
（
建
武
三
年
正
月
～
六
月
）
な



68

若
越
郷
土
研
究　

六
十
八
巻
二
号

ど
が
判
明
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
、
高
経
の
指
揮
下
に
入
っ
て
そ
の
ま
ま

被
官
化
し
た
こ
と
が
ほ
ぼ
認
定
で
き
る
例
と
し
て
、
⑤
に
お
け
る
周
防
の
由
宇

氏
が
挙
げ
ら
れ
る）

（（
（

。
ま
た
、
被
官
化
ま
で
は
い
か
な
く
と
も
、
高
経
の
軍
事
指

揮
下
で
活
動
し
た
斯
波
氏
分
国
外
の
武
士
と
し
て
、
③
に
お
け
る
伊
予
の
土
居

通
増）

（（
（

・
忽
那
氏）
（（
（

、
⑤
（
備
中
福
山
城
合
戦
）
に
お
け
る
能
登
国
人
天
野
遠
政）
（（
（

ら

の
名
が
知
ら
れ
て
い
て
、
足
利
軍
の
有
力
部
将
た
る
斯
波
高
経
の
も
と
に
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
国
の
武
士
が
配
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
朝
倉
広
景
も
そ
う
し
た
過

程
を
経
て
斯
波
氏
と
の
関
係
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
朝
倉
一
族
の
孫
太
郎
重
方
（
摂
津
国
垂
水
荘
下
司
・
公
文
）
は
、
右

の
⑤
に
当
た
る
足
利
軍
の
東
上
時
に
周
防
国
釜
戸
関
に
駆
け
つ
け
て
合
流
し
た

あ
と
、
高
師
泰
の
配
下
で
湊
川
合
戦
や
そ
の
後
の
洛
中
合
戦
に
参
戦
し
て
い
る

が）
（（
（

、
斯
波
氏
と
の
関
係
は
持
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
朝
倉
氏
と
き
わ
め
て
近
い

同
族
関
係
に
あ
る
八
木
氏
の
一
員
、
八
木
高
勝
（『
太
平
記
』
で
は
光
勝
）
は
、

貞
和
五
年
（
一
三
四
九
）
当
時
、
越
前
守
護
細
川
賴
春
の
も
と
の
在
国
守
護
代

と
し
て
見
え
る）

（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
同
じ
朝
倉
一
族
で
も
、
鎌
倉
幕
府
滅
亡
か
ら

南
北
朝
動
乱
が
開
始
さ
れ
る
中
で
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
進
路
を
選
択
し
た
の
で
あ

る
が
、
広
景
が
斯
波
高
経
を
選
ん
だ
理
由
は
明
ら
か
に
し
得
な
い
。
た
だ
、
少

な
く
と
も
佐
藤
氏
の
い
う
長
井
氏
の
仲
介
が
あ
っ
た
か
ら
と
は
考
え
に
く
い

し
、
被
官
化
の
時
期
も
越
前
入
国
の
時
期
も
と
も
に
、
鎌
倉
末
期
に
想
定
さ
れ

る
高
経
の
「
成
長
期
」
で
は
な
く
、
足
利
高
氏
が
丹
波
篠
村
に
着
陣
し
た
元
弘

三
年
四
月
の
動
乱
開
始
の
あ
と
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　

二　

斯
波
高
経
被
官
と
し
て
の
朝
倉
高
景

　

す
で
に
前
稿
で
ふ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、『
太
平
記
』
に
お
け
る
朝

倉
氏
の
所
出
箇
所
は
次
の
六
か
所
で
あ
る
。

　

①�　

暦
応
二
年
（
一
三
三
九
）
七
月
、
越
前
黒
丸
城
に
拠
る
斯
波
高
経
率
い

る
北
軍
が
南
軍
に
囲
ま
れ
た
際
、
退
城
す
る
か
ど
う
か
を
高
経
が
諮
っ
た

メ
ン
バ
ー
に
「
浅
倉
」
が
含
ま
れ
て
い
た
（
二

－

三
四
八
頁
）（
既
述
）。

　

②�　

文
和
四
年
（
一
三
五
五
）
正
月
、
足
利
直
冬
に
呼
応
し
て
越
前
か
ら
斯

波
勢
が
入
京
し
、
二
月
十
五
日
、
六
条
東
洞
院
か
ら
烏
丸
の
間
で
、
斯
波

氏
頼
の
陣
に
い
た
朝
倉
下
野
守
（
天
正
本
『
太
平
記
』
は
朝
倉
高
景
と
す

る）
（（
（

）
が
細
川
清
氏
ら
の
幕
府
勢
と
戦
う
（
三

－

二
四
二
頁
）。

　

③�　

同
年
三
月
十
二
日
、
七
条
西
洞
院
で
、
斯
波
勢
の
「
高
経
ノ
若
党
」
朝

倉
高
景
が
嫡
子
氏
景
と
と
も
に
幕
府
勢
を
相
手
に
奮
戦
（
天
正
本
『
太
平

記）
（（
（

』
の
み
）。

　

④�　

延
文
四
年
（
一
三
五
九
）
十
二
月
二
十
三
日
、
摂
津
に
向
け
て
出
京
す

る
足
利
義
詮
に
従
軍
す
る
「
他
家
」（
足
利
一
門
以
外
の
意
）
の
一
人
と

し
て
「
浅
倉
弾
正
」
の
名
が
見
え
る
（
三

－

二
八
二
頁
）。

　

⑤�　

康
安
元
年
（
一
三
六
一
）
九
月
、
失
脚
し
て
若
狭
に
落
ち
る
細
川
清
氏

を
討
つ
た
め
出
陣
し
た
斯
波
氏
頼
率
い
る
幕
府
軍
の
先
鋒
を
、「
朝
倉
某
」

が
務
め
る
（
三

－

三
六
四
頁
）。

　

⑥�　

貞
治
六
年
（
一
三
六
七
）
三
月
二
十
九
日
、
足
利
義
詮
が
参
加
し
た
清

涼
殿
の
御
会
の
警
固
に
当
た
る
武
士
の
中
に
朝
倉
小
次
郎
詮
繁
・
同
又
四

郎
高
繁
の
名
が
見
え
る
（
三

－

四
七
一
頁
）。
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南
北
朝
期
に
お
け
る
朝
倉
氏
と
斯
波
氏

　

右
の
う
ち
①
の
「
浅
倉
」
は
朝
倉
広
景
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、「
朝
倉
家

伝
記
」
や
系
図
類
の
説
で
は
八
十
五
歳
と
な
る
た
め
、
実
質
は
そ
の
嫡
子
高
景

の
活
動
か
も
し
れ
な
い
。
か
つ
て
私
は
、
②
の
下
野
守
と
⑤
の
「
朝
倉
某
」
が

い
ず
れ
も
斯
波
氏
頼
の
指
揮
下
で
活
動
し
て
い
る
こ
と
、
氏
頼
は
父
高
経
が
晩

年
疎
ん
じ
た）
（（
（

こ
と
な
ど
を
重
視
し
て
、
③
で
高
経
の
「
若
党
」
と
さ
れ
る
高
景

と
は
別
系
統
の
人
物
と
し
、
奉
公
衆
朝
倉
氏
に
つ
な
が
る
と
推
測
し
た
が
（
旧

稿
）、
松
原
信
之
氏
は
②
も
天
正
本
の
い
う
よ
う
に
高
景
の
こ
と
で
、
流
布
本

な
ど
が
下
野
守
と
す
る
の
は
、
編
纂
時
の
朝
倉
当
主
の
官
途
を
採
用
し
て
誤
っ

た
と
し
て
、
私
見
を
批
判
し
た）

（（
（

。
こ
れ
に
対
し
て
私
は
お
お
む
ね
こ
れ
を
受
け

入
れ
、
②
・
③
・
⑤
の
い
ず
れ
も
高
景
と
み
な
す
こ
と
と
し
た）

（（
（

。
な
お
、
⑤
と

⑥
の
間
に
当
た
る
貞
治
元
年
九
月
、
摂
津
の
南
党
を
討
つ
た
め
斯
波
義
種
を
大

将
と
す
る
軍
勢
が
下
さ
れ
た
と
き
斯
波
勢
に
加
わ
っ
た
「
朝
倉）

（（
（

」
も
高
景
で
あ

ろ
う
。

　

④
・
⑥
の
三
人
は
、
足
利
義
詮
に
直
属
す
る
点
で
共
通
し
て
い
て
、
常
に
斯

波
氏
の
も
と
で
軍
事
活
動
を
し
て
い
る
高
景
と
は
別
系
の
よ
う
に
み
え
る
が
、

④
の
弾
正
は
松
原
氏
に
よ
れ
ば
、
朝
倉
氏
諸
系
図
が
高
景
の
四
男
と
す
る
三
段

崎
弾
正
忠
弼
景
の
こ
と
と
す
る
。
こ
の
朝
倉
弾
正
は
貞
治
三
年
と
翌
四
年
の
幕

府
的
始
め
に
射
手
と
し
て
参
加
し）

（（
（

、
応
安
七
年
（
一
三
七
四
）
二
月
二
十
九
日

に
は
、
幕
府
吏
僚
摂
津
能
直
邸
で
催
さ
れ
た
寄
合
に
楽
人
豊
原
信
秋
ら
と
参
加

し
て
い
る）

（（
（

。
こ
れ
ら
か
ら
想
定
さ
れ
る
朝
倉
弾
正
の
姿
は
、
常
時
在
京
し
て
将

軍
に
近
侍
す
る
御
家
人
で
あ
り
、
室
町
期
の
奉
公
衆
朝
倉
氏
に
つ
な
が
る
よ
う

に
み
え
る
が
、
各
種
番
帳
に
見
え
る
四
～
六
家
の
奉
公
衆
朝
倉
氏
に
弾
正
忠
を

官
途
と
す
る
家
は
見
当
た
ら
ず）

（（
（

、
可
能
性
と
し
て
は
低
い
と
判
断
せ
ざ
る
を
え

な
い
。
と
な
る
と
、
松
原
氏
の
主
張
す
る
、
系
図
類
に
あ
る
高
景
の
四
男
弾
正

忠
弼
景
の
可
能
性
が
高
ま
る
の
で
あ
る
が
、
系
図
の
官
途
と
の
一
致
だ
け
で
断

定
す
る
に
は
不
安
が
残
る
。
ま
ず
、
弼
景
の
長
兄
氏
景
の
生
年
は
暦
応
二
年

（
一
三
三
九
）
と
さ
れ
る
の
で
（
各
種
系
図
・「
朝
倉
家
伝
記
」
な
ど
）、
四
男

の
弼
景
は
、
兄
弟
が
同
母
で
あ
れ
ば
康
永
元
年
（
一
三
四
二
）
以
降
の
生
ま
れ

と
な
り
、
延
文
四
年
の
摂
津
へ
の
従
軍
時
（
④
）
は
十
八
歳
以
下
と
な
っ
て
、

年
齢
的
に
や
や
不
安
を
覚
え
る
。
⑥
の
詮
繁
・
高
繁
は
浅
羽
本
「
日
下
部
系

図）
（（
（

」
の
み
高
景
の
五
男
、
六
男
に
配
し
て
い
る
も
の
の
、
ほ
か
の
系
図
に
ま
っ

た
く
見
え
な
い
こ
と
か
ら
、『
太
平
記
』
を
参
照
し
て
書
き
入
れ
た
可
能
性
が

高
く
、
越
前
朝
倉
氏
と
は
別
家
の
人
物
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

南
北
朝
期
の
京
都
で
将
軍
の
近
く
で
活
動
し
て
い
た
朝
倉
氏
は
ほ
か
に
も
い

る
。
た
と
え
ば
延
文
三
年
十
二
月
二
十
二
日
、
参
内
す
る
足
利
義
詮
の
行
列
で

車
の
前
を
烏
帽
子
・
直
垂
・
剣
帯
で
供
奉
し
た
兵
侍
二
五
人
の
一
人
朝
倉
丹
波

守）
（（
（

、
朝
倉
弾
正
忠
の
あ
と
に
続
い
て
貞
治
五
年
の
幕
府
的
始
め
に
参
加
し
た
朝

倉
孫
太
郎）

（（
（

、
康
応
元
年
（
一
三
八
九
）
の
高
倉
院
・
足
利
義
満
の
安
芸
厳
島
参

詣
に
供
奉
し
た
朝
倉
因
幡
守）

（（
（

ら
で
あ
る
。
④
の
弾
正
忠
も
そ
う
し
た
、
在
京
活

動
を
し
な
が
ら
奉
公
衆
に
な
ら
な
か
っ
た
朝
倉
一
族
の
一
人
と
い
う
可
能
性
も

想
定
し
、
高
景
の
四
男
弼
景
に
比
定
す
る
松
原
説
に
同
意
し
た
前
言
を
撤
回
し

て
、
結
論
を
留
保
し
た
い）

（（
（

。

　

弾
正
忠
以
下
、
将
軍
に
近
侍
す
る
朝
倉
氏
た
ち
と
は
対
照
的
に
、
高
景
・
氏

景
父
子
は
一
貫
し
て
斯
波
氏
の
軍
事
指
揮
下
で
活
動
し
て
い
て
、
特
に
文
和
四

年
の
洛
中
合
戦
で
直
冬
党
の
斯
波
氏
の
も
と
で
幕
府
勢
と
戦
っ
て
い
る
の
は
、

将
軍
以
上
に
斯
波
氏
と
の
関
係
が
強
固
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
左
で
あ
っ
て
、
天



70

若
越
郷
土
研
究　

六
十
八
巻
二
号

正
本
『
太
平
記
』
が
朝
倉
高
景
を
「
高
経
ノ
若
党
」（
③
）
と
呼
ん
で
い
る
の

は
、
必
ず
し
も
謂
れ
の
な
い
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
実
相
を
突
い
て
い
る
と

も
い
え
る
。
南
北
朝
期
の
朝
倉
高
景
の
か
か
る
側
面
は
、
長
享
・
延
徳
度
の
訴

訟
で
斯
波
氏
と
の
主
従
関
係
を
否
定
す
る
こ
と
に
傾
注
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

朝
倉
氏
に
と
っ
て
、
な
ん
と
し
て
も
消
し
去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
負
の
歴

史
」
で
あ
っ
た
。
南
北
朝
期
の
朝
倉
氏
の
性
格
は
、
か
か
る
面
も
含
め
て
正
し

く
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　

　
　
　

三　

朝
倉
氏
の
斯
波
氏
離
反

　

貞
治
五
年
（
一
三
六
六
）
八
月
、
い
わ
ゆ
る
貞
治
の
政
変
に
よ
っ
て
斯
波
氏

が
失
脚
し
、
越
前
に
没
落
す
る
と
、
朝
倉
高
景
は
足
利
義
詮
か
ら
斯
波
勢
の
越

前
入
国
阻
止
を
命
じ
ら
れ
る
。

　
　
　
　

中
将
軍
御
判　
義
詮
公
御
内
書
也

　
　

�

修
理
大
夫
入
道
道
朝
以
下
与
党
等
、
没
落
越
前
国
云
々
、
不
入
立
国
中
之

様
廻
籌
策
、
可
令
誅
伐
之
状
如
件
、

　
　
　
　

貞
治
五
年
八
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

朝
倉
遠
江
守
宗
祐
入
道
と
の
へ

　

朝
倉
高
景
が
斯
波
高
経
ら
の
越
前
入
国
阻
止
、
討
伐
を
命
じ
ら
れ
た
こ
の
足

利
義
詮
袖
判
御
教
書
写
（
註
１
②
）
は
一
部
不
自
然
な
点
が
あ
り
、
部
分
的
な

加
筆
は
否
定
で
き
な
い
も
の
の
、
朝
倉
氏
の
斯
波
氏
離
反
、
越
前
下
国
は
ほ
ぼ

事
実
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
前
稿
で
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
御
教
書
の
日
付
が

高
景
が
京
都
を
没
落
し
た
当
日）

（（
（

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
朝
倉
氏
は
斯
波
氏
離
反
の

意
向
を
こ
れ
以
前
に
幕
府
（
将
軍
義
詮
）
に
通
告
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
朝

倉
氏
が
い
つ
頃
斯
波
氏
離
反
を
決
意
す
る
に
至
っ
た
か
は
知
り
得
な
い
が
、
遅

く
と
も
前
年
（
貞
治
四
年
）
六
月
時
点
で
、
斯
波
氏
の
ほ
う
が
朝
倉
氏
に
対
し

て
疑
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
史
料
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
朝
倉
氏
が

請
負
代
官
を
務
め
る
、
春
日
社
造
営
料
所
摂
津
国
広
瀬
関
（
も
と
鵜
殿
関
）
に

関
す
る
も
の
で
、
貞
治
五
年
十
月
十
一
日
広
瀬
関
下
向
使
興
福
寺
知
院
事
賢
重

申
状）

（（
（

の
、
次
の
一
節
で
あ
る
。

　
　

�

朝
倉
自
七
条
殿
蒙
御
不
審
候
之
間
、
重
阿
弥
ニ
外
様
事
申
預
候
了
、
地
下

公
用
以
下
引
遣

（
違
カ
）事
ハ
、
一
円
朝
倉
致
其
沙
汰
候
之
条
、
無
隠
事
候
、
日
来

ハ
非
一
躰
分
身
之
由
申
候
、

　

こ
れ
は
、
貞
治
五
年
八
月
の
斯
波
氏
の
越
前
没
落
直
後
か
ら
同
年
十
一
月
に

か
け
て
繰
り
返
さ
れ
た
、
鵜
殿
関
の
年
貢
・
日
供
（
関
年
貢
か
ら
支
弁
す
る
上

洛
中
の
春
日
社
神
木
の
在
京
費
用
）
を
め
ぐ
る
、
朝
倉
側
代
官
と
興
福
寺
側
と

の
問
答
の
過
程
で
、
十
月
八
日
に
興
福
寺
側
が
、
関
務
を
半
分
ず
つ
請
け
負
っ

て
い
る
朝
倉
高
景
と
重
阿
の
二
人
が
「
各
別
人
躰
」
な
の
か
ど
う
か
質
し
た
際
、

朝
倉
側
代
官
が
答
え
た
部
分
で
あ
る
。
興
福
寺
側
の
質
問
は
、
朝
倉
高
景
と
重

阿
の
二
人
が
ま
る
で
「
一
躰
分
身
」
の
よ
う
に
見
え
た
た
め
、
そ
の
確
認
を
す

る
た
め
の
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
代
官
側
が
そ
の
疑
念
を
払
拭
す
る
の
に
、
朝

倉
が
斯
波
高
経
（
七
条
殿
）
か
ら
「
御
不
審
」
を
蒙
っ
て
い
る
た
め
、
重
阿
に
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「
外
様
事
」
を
預
け
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、「
日
来
ハ
」（
こ
こ
で
は
「
通
常
は
」

「
本
来
は
」
と
い
っ
た
意
カ
）「
各
別
人
躰
」
で
あ
る
、
と
答
え
て
い
る
。
こ
の

文
脈
か
ら
は
、
朝
倉
が
重
阿
に
「
外
様
事
」
を
預
け
る
、
と
い
う
の
は
、
二
人

で
関
務
を
折
半
し
て
い
る
こ
と
を
指
す
と
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
代
官
側
の
説
明

に
は
解
釈
に
苦
し
む
部
分
も
あ
る
が）
（（
（

、
こ
こ
で
は
「
朝
倉
氏
は
高
経
か
ら
の
疑

念
を
か
わ
す
た
め
に
、鵜
殿
関
の
請
負
に
重
阿
を
起
用
し
た
」
と
読
み
取
っ
て
、

こ
の
点
に
限
っ
て
着
目
し
た
い
。

　

小
川
信
氏
は
、
朝
倉
氏
が
鵜
殿
関
請
負
代
官
に
な
れ
た
の
は
主
君
高
経
の
口

入
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
に
も
関
わ
ら
ず
朝
倉
は
関
務
を
対
捍
し
た
た
め
、

面
目
を
つ
ぶ
さ
れ
た
高
経
が
朝
倉
に
「
御
不
審
」
を
抱
い
た
、
と
解
釈
し
た）

（（
（

。

し
か
し
、
朝
倉
氏
の
鵜
殿
関
請
負
が
高
経
の
口
入
で
実
現
し
た
と
す
る
氏
の
推

測
は
疑
問
で
あ
る
し）

（（
（

、
何
よ
り
、
朝
倉
氏
は
高
経
の
「
御
不
審
」
に
対
す
る
、

い
わ
ば
対
策
と
し
て
重
阿
に
鵜
殿
関
半
分
を
請
け
負
わ
せ
た
の
で
あ
っ
て
、
関

年
貢
対
捍
が
高
経
の
「
御
不
審
」
を
招
い
た
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
高

経
の
「
御
不
審
」
は
朝
倉
の
鵜
殿
関
請
負
以
前
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
重
阿
の
鵜
殿
半
関
請
文
の
日
付
は
貞
治
四
年
六
月
六
日
な
の
で）

（（
（

、
こ
れ
以

前
に
高
経
が
朝
倉
氏
に
「
御
不
審
」
を
抱
く
と
す
れ
ば
、
そ
の
原
因
は
つ
と
に

知
ら
れ
て
い
る
河
口
荘
に
お
け
る
朝
倉
氏
の
押
領
行
為
と
み
な
す
の
が
自
然
で

あ
る
。

　

記
録
上
確
認
さ
れ
る
の
は
、
延
文
五
年
（
一
三
六
〇
）
の
朝
倉
宗
賢
（
高
景
）

に
よ
る
河
口
荘
別
納
郷
の
「
濫
妨）

（（
（

」
が
最
初
で
、
貞
治
元
年
に
は
同
荘
大
口
郷

公
文
職
を
宗
賢
が
「
押
妨
」
し
て
い
る
と
し
て
、
興
福
寺
大
乗
院
が
守
護
斯
波

高
経
に
善
処
方
を
要
請
し
て
い
る）

（（
（

。
そ
の
後
も
朝
倉
氏
の
押
領
行
為
は
や
ま
な

い
た
め
、
春
日
社
・
興
福
寺
は
同
三
年
十
二
月
、
神
木
を
奉
じ
て
入
京
し
、
北

朝
に
高
経
の
河
口
荘
押
領
停
止
を
訴
え
た）

（（
（

。
こ
の
と
き
興
福
寺
は
神
木
を
長
講

堂
に
入
れ
る
前
に
、
一
時
高
経
の
宿
所
の
前
に
振
り
捨
て
て
い
て
、「
大
訴
」
の

標
的
が
高
経
で
あ
る
こ
と
を
広
く
知
ら
し
め
た
。
興
福
寺
が
、
在
地
に
お
け
る

押
領
の
実
行
者
が
朝
倉
氏
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
こ
と
は
、
延
文
五
年
や

貞
治
元
年
の
と
き
の
対
応
か
ら
も
分
か
る
が
、「
越
前
国
ハ
多
年
ノ
守
護
ニ
テ
、

一
国
ノ
寺
社
本
所
領
ヲ
半
済
シ
テ
家
人
共
ニ
ゾ
分
行
ケ
ル
、
其
中
ニ
南
都
ノ
所

領
河
口
庄
ヲ
バ
、
一
円
ニ
家
中
ノ
料
所
ニ
ゾ
成
タ
リ
ケ
ル）

（（
（

」
と
い
う
認
識
か
ら
、

高
経
を
闘
う
標
的
と
定
め
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
河
口
荘
で
の
朝
倉
の
行
為

が
原
因
で
自
分
が
「
大
訴
」
の
矢
面
に
立
た
さ
れ
た
こ
と
が
、
高
経
の
朝
倉
に

対
す
る
「
御
不
審
」
を
生
ん
だ
と
考
え
る
の
が
も
っ
と
も
自
然
で
あ
る）

（（
（

。

　

な
お
、
小
川
信
氏
は
高
経
の
「
御
不
審
」
の
背
景
に
、
朝
倉
氏
の
反
斯
波
派

諸
将
へ
の
接
近
も
指
摘
し
て
い
る）

（（
（

。こ
の
点
の
検
証
は
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
る
が
、

可
能
性
と
し
て
は
否
定
で
き
な
い
。
斯
波
高
経
と
佐
々
木
導
誉
ら
反
斯
波
派
大

名
の
対
立
が
公
然
と
な
っ
た
の
は
、
導
誉
ら
が
高
経
を
討
伐
せ
ん
と
軍
勢
を
集

結
さ
せ
た
貞
治
二
年
七
月
の
こ
と
で
あ
る
の
で）

（（
（

、
仮
に
朝
倉
氏
が
導
誉
に
接
近

す
る
、
も
し
く
は
導
誉
が
朝
倉
氏
を
誘
引
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ

れ
以
降
の
こ
と
と
な
る
。
た
だ
、
そ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
先
に
述
べ
た
よ
う

に
、
朝
倉
氏
は
貞
治
四
年
六
月
に
な
っ
て
も
、
鵜
殿
関
請
負
に
お
い
て
高
経
の

「
御
不
審
」
を
払
拭
す
る
た
め
の
対
策
を
講
じ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
少
な
く

と
も
こ
の
段
階
ま
で
は
、
表
面
的
に
は
あ
く
ま
で
斯
波
氏
配
下
の
国
人
と
し
て

ふ
る
ま
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
朝
倉
高
景
は
斯
波
氏
の

越
前
没
落
ま
で
に
、
幕
府
に
斯
波
氏
離
反
の
意
思
を
伝
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
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六
十
八
巻
二
号

が
、
そ
の
時
期
は
朝
倉
氏
が
斯
波
氏
の
失
脚
を
確
信
し
て
か
ら
と
考
え
ら
れ
、

失
脚
に
か
な
り
近
い
こ
ろ
で
は
あ
る
ま
い
か
。
な
お
、
憶
測
が
許
さ
れ
る
な
ら

ば
、
朝
倉
氏
の
斯
波
氏
離
反
の
意
思
は
、
鵜
殿
関
代
官
職
請
負
で
の
関
与
が
う

か
が
え
る
、
幕
府
奉
行
人
安
威
氏
（
註
40
参
照
）
を
通
じ
て
幕
府
側
に
通
告
さ

れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
斯
波
氏
失
脚
の
事
前
情
報
も
安

威
氏
が
も
た
ら
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　

四　

斯
波
・
朝
倉
両
氏
の
関
係
修
復

　

貞
治
六
年（
一
三
六
七
）七
月
、斯
波
高
経
が
越
前
杣
山
城
で
病
死
し
た
あ
と
、

八
月
、
嫡
子
義
将
が
上
洛
し
て
宥
免
さ
れ
、
翌
応
安
元
年
（
一
三
六
八
）
に
は

越
中
守
護
に
任
じ
ら
れ
る
な
ど
、
斯
波
氏
の
復
権
が
急
速
に
進
む
と
、
斯
波
氏

失
脚
に
際
し
て
討
伐
側
に
身
を
置
い
た
朝
倉
氏
と
し
て
は
、
ま
だ
越
前
守
護
に

は
復
帰
し
て
い
な
い
と
は
い
え
、
斯
波
氏
と
の
関
係
の
持
ち
方
に
頭
を
悩
ま
し

た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

斯
波
義
将
は
、
康
暦
元
年
（
一
三
七
九
）
の
い
わ
ゆ
る
康
暦
の
政
変
で
細
川

頼
之
に
代
わ
っ
て
管
領
に
就
く
が
、
そ
の
翌
年
の
三
月
十
七
日
、
鎌
倉
か
ら

二
二
年
ぶ
り
に
帰
京
す
る
義
堂
周
信
を
出
迎
え
る
た
め
、「
浅
倉
者
騎
四
、五

人
」
を
派
遣
し
て
い
る）

（（
（

。
こ
の
「
浅
倉
」
が
朝
倉
高
景
の
嫡
子
氏
景
な
ら
ば
、

こ
れ
ま
で
に
朝
倉
氏
は
完
全
に
斯
波
氏
と
の
関
係
を
修
復
し
て
い
た
こ
と
に
な

る
が
、
氏
景
以
外
の
朝
倉
一
族
の
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
「
浅
倉
」

と
同
じ
時
期
、
同
じ
義
将
か
ら
義
堂
へ
の
使
者
を
た
び
た
び
務
め
た
「
島
田
遠

州）
（（
（

」（
入
道
常
栄
）
は
、
応
永
八
年
（
一
四
〇
一
）
に
信
濃
守
護
代
に
抜
擢
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ）

（（
（

か
ら
、
島
田
氏
宗
家
当
主
と
み
ら
れ
る
の
で
、
右
の
「
浅
倉
」

も
朝
倉
氏
宗
家
当
主
氏
景
の
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、た
と
え
ば
、

山
崎
布
美
氏）

（（
（

が
明
ら
か
に
し
た
、
斯
波
義
将
・
義
重
父
子
の
申
次
と
し
て
京
都

で
近
侍
し
て
い
た
織
田
与
三
（
重
治
。
の
ち
主
計
入
道
浄
裕
）
は
、
尾
張
守
護

代
を
世
襲
し
た
織
田
氏
宗
家
に
は
属
さ
な
い
一
族
と
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
斯
波

氏
に
近
侍
し
て
使
者
を
務
め
る
被
官
が
必
ず
し
も
当
該
家
の
宗
家
当
主
と
は
限

ら
な
い
。
右
の
島
田
氏
が
、明
徳
三
年
の
相
国
寺
供
養
で
斯
波
氏
随
兵
に
憲
国
・

重
憲
の
二
人
を
出
し
て
い
る
（
註
16
「
相
国
寺
供
養
記
」）
の
に
対
し
て
、
朝

倉
氏
は
一
人
も
入
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、義
堂
へ
の
使
者
を
務
め
た「
浅

倉
」
は
、
織
田
与
三
の
よ
う
に
、
宗
家
当
主
で
は
な
く
、
義
将
と
の
個
人
的
な

関
係
で
近
侍
し
て
い
た
朝
倉
一
族
の
可
能
性
の
ほ
う
が
高
い
と
考
え
る
。

　

明
徳
の
乱
に
お
け
る
斯
波
軍
を
『
明
徳
記）

（（
（

』
が
「
由
宇
・
二
宮
・
甲
斐
・
朝

倉
ヲ
始
ト
シ
テ
五
百
餘
騎
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
朝
倉
氏
が
南
北
朝
最
末

期
の
斯
波
氏
の
軍
事
力
を
支
え
る
中
核
的
な
被
官
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
し
か
し
、
斯
波
氏
と
の
間
の
親
密
度
と
い
う
点
に
お
い
て
、
島
田
氏
や
右

の
由
宇
・
二
宮
・
甲
斐
氏
ら
他
の
重
臣
に
及
ば
な
い
面
が
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た

否
定
で
き
な
い
。

　

さ
て
、
義
将
が
義
堂
に
使
者
と
し
て
派
遣
し
た
「
浅
倉
」
が
仮
に
氏
景
で
な

か
っ
た
と
し
て
も
、
明
徳
の
乱
に
お
け
る
軍
事
行
動
か
ら
み
て
も
、
こ
れ
ま
で

に
朝
倉
氏
宗
家
と
斯
波
氏
の
関
係
が
修
復
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
事
実
と
し
て
認

め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。そ
の
経
緯
に
つ
い
て
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、

次
の
「
朝
倉
家
伝
記
」
氏
景
の
項
の
記
事
で
あ
る
（
返
り
点
・
送
り
仮
名
・
ふ

り
が
な
等
は
割
愛
）。
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�

七
条（
斯
波
義
将
）

御
息
ハ
鹿
（
足
利
義
満
）
苑
院
ノ
御
宿
参
る
（
マ
マ
）、
鹿
苑
院
御
寵
愛
ノ
余
リ
天
下
ニ
何
ニ

カ
望
ミ
在
ル
由
之
仰
也
、
武（

義
将
）衛
云
、
朝（
朝
倉
高
景
・
氏
景
）

倉
父
子
御
掃
チ
有
ト
也
、
於
此

徳
（
朝
倉
高
景
）
岩
・
大（
朝
倉
氏
景
）

切
父
子
御
間（
勘
）気
也
、
中（
足
利
義
詮
）

将
軍
御
内
書
ニ
テ
七（
斯
波
高
経
）

条
殿
誅
代（
伐
）可
仕
由

仰
ニ
付
てテ
也
、
然
ハ
親
ノ
カ
タ
キ
ヲ
有
ニ
付
而
如
此
也
、
以
後
御
間
気
申

シ
直
サ
ル
事
常
在
院
御
影
紫
和
尚
、
建
仁
寺
之
内
洞
春
院
ニ
在
京
ニ
付
而

御
赦
面（
免
）之
扱
イ
ア
リ
、
時
ニ
鹿
苑
院
ノ
御
舎
弟
柏
庭
祖
首
座
建
仁
寺
々
僧

ニ
付
而
、
紫
岩
ト
御
知
音
也
、
種
々
義
ヲ
以
柏
庭
ヲ
賴
ミ
被
申
、
終
ニ
御

赦
面
有
、

��　

こ
れ
に
よ
る
と
、
斯
波
義
将
は
寵
愛
を
受
け
た
将
軍
義
満
か
ら
「
天
下
に
何

か
望
み
が
あ
る
か
」
と
聞
か
れ
た
の
で
、「
将
軍
義
詮
の
御
内
書
で
父
高
経
を

討
つ
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
朝
倉
高
景
・
氏
景
父
子
は
親
の
敵
で
あ
る
の
で
処
罰

し
て
ほ
し
い
」
と
要
請
し
た
。
そ
の
結
果
朝
倉
父
子
は
義
満
か
ら
勘
気
を
蒙
っ

た
が
、
建
仁
寺
洞
春
院
に
止
住
し
て
い
た
常
在
院
御
影
紫
岩
和
尚
（
朝
倉
高
景

の
弟
松
尾
三
郎
の
三
男）

（（
（

）
が
、
義
満
の
弟
（
実
は
庶
兄
）
で
建
仁
寺
の
寺
僧
柏

庭
清
祖）

（（
（

を
介
し
て
義
満
に
種
々
嘆
願
し
た
結
果
、
赦
免
に
至
っ
た
と
い
う
。

　

こ
の
記
事
に
つ
い
て
松
原
信
之
氏
は
、「
必
ず
し
も
す
べ
て
真
実
を
伝
え
る

も
の
と
は
思
え
な
い
が
」「
記
述
も
か
な
り
具
体
的
で
史
実
的
に
も
立
証
さ
れ

る
」
の
で
、「
少
な
く
と
も
何
ら
か
の
根
拠
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
」

と
評
価
し
て
い
る）

（（
（

。
松
原
氏
が
「
史
実
的
に
も
立
証
さ
れ
る
」
と
す
る
の
は
、

紫
岩
と
柏
庭
の
経
歴
が
確
認
で
き
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
確
か
に

何
ら
か
の
史
実
を
伝
え
て
い
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
が
、
朝
倉
氏
が
義
将
の
訴
え

を
容
れ
た
義
満
か
ら
勘
気
を
蒙
っ
た
も
の
の
、
紫
岩
が
柏
庭
を
通
じ
て
義
満
に

嘆
願
し
た
結
果
赦
免
さ
れ
た
、
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

　

斯
波
義
将
が
朝
倉
父
子
を
親
の
敵
と
し
て
将
軍
に
処
分
を
要
求
し
た
と
い
う

が
、
朝
倉
は
将
軍
義
詮
の
命
令
に
忠
実
に
従
っ
た
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
を
理
由

に
処
罰
で
き
る
は
ず
も
な
く
、
義
将
が
そ
の
よ
う
な
要
請
を
し
た
と
も
思
え
な

い
。
斯
波
氏
が
政
界
に
復
帰
し
た
あ
と
朝
倉
氏
に
新
た
に
生
じ
た
課
題
は
、
将

軍
家
と
の
関
係
で
は
な
く
、
幕
命
と
は
い
え
弓
を
引
い
た
斯
波
氏
と
の
間
の
関

係
修
復
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
紫
岩
が
柏
庭
を
通
じ
て
赦
免
を
要
請
し
た
相

手
は
義
満
で
は
な
く
、
斯
波
義
将
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
紫
岩
は
別
源

円
旨
が
朝
倉
氏
に
迎
え
ら
れ
て
越
前
安
居
に
開
い
た
弘
祥
寺
に
入
寺
し
て
い
た

が）
（（
（

、
義
将
は
こ
の
別
源
を
分
国
越
前
出
身
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
手
厚
く
庇
護

し
て
い
た）

（（
（

。
朝
倉
氏
は
こ
う
し
た
人
脈
を
利
用
し
て
、
義
将
と
の
関
係
修
復
を

図
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
　

五　

斯
波
義
将
の
朝
倉
氏
に
対
す
る
態
度

　

斯
波
氏
は
、
朝
倉
氏
と
の
関
係
を
修
復
し
、
明
徳
の
乱
で
は
軍
事
力
の
重
要

な
一
角
を
担
わ
せ
て
い
る
が
、
相
国
寺
供
養
の
随
兵
に
選
抜
し
な
か
っ
た
よ
う

に
、
け
っ
し
て
全
幅
の
信
頼
を
置
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
貞
治
の
政
変
で

斯
波
氏
討
伐
の
側
に
回
っ
た
事
実
を
忘
れ
ず
、
警
戒
心
を
解
い
て
い
な
か
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
長
享
元
年
（
一
四
八
七
）、
朝
倉
氏
が
斯
波
氏
か
ら
越
前

支
配
の
不
当
性
を
訴
え
ら
れ
た
際
、
こ
れ
に
反
論
す
る
た
め
用
意
し
た
九
か
条

に
わ
た
る「
陳
状
」に
相
当
す
る
文
書）

（（
（

の
第
八
条
に
、次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
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�（
前
略
）
惣
而
此
方
本
知
行
之
事
者
、
悉
公
方
様
御
恩
ニ
候
、
宝（
足
利
義
詮
）

筐
院
殿

様
御
早
世
之
刻
、
鹿（

足
利
義
満
）

苑
院
殿
様
御
幼
少
之
間
、
勘（
斯
波
義
将
）

ヶ
由
小
路
禅
門
天
下
之

諸
公
事
就
被
申
執
、
過
半
勘
落
候
、
自
其
此
方
無
力
仕
、
被
官
人
之
様
罷

成
候
、
先
祖
之
義
此
支
証
共
ニ
而
見
ヘ
候
、

　

こ
こ
で
朝
倉
氏
は
、
本
知
行
は
す
べ
て
将
軍
か
ら
の
御
恩
地
で
あ
っ
た
が
、

足
利
義
詮
が
早
世
し
次
の
義
満
が
幼
い
た
め
管
領
斯
波
義
将
が
幕
政
を
主
導
す

る
よ
う
に
な
っ
て
所
領
の
過
半
が
没
収
さ
れ
、
斯
波
氏
の
被
官
人
の
よ
う
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
朝
倉
氏
が
本
来
将
軍
直
属
御

家
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
文
脈
の
中
で
の
主
張
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は

一
定
の
史
実
が
反
映
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
朝
倉
氏
の
所
領

の
一
部
が
、
お
そ
ら
く
斯
波
義
将
に
よ
っ
て
没
収
さ
れ
た
こ
と
が
長
く
記
憶
さ

れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
具
体
的
に
は
安
居
郷
と
坂
南
本
郷
が
そ
の
候
補

に
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
詳
細
は
別
稿
を
準
備
し
た
い
が
、
論
拠
の
み
示

し
て
お
く
と
、
①
南
北
朝
期
初
頭
に
朝
倉
氏
が
進
出
し
、
弘
祥
寺
を
建
立
し
た

安
居
郷
は
応
仁
の
乱
直
前
に
は
、
同
郷
を
名
字
の
地
と
す
る
安
居
氏
が
代
官
に

在
職
し
て
い
た）

（（
（

、
②
永
享
八
年
（
一
四
三
六
）
と
同
十
年
に
安
居
弘
祥
寺
の
住

持
職
を
幕
府
に
推
挙
し
た
の
は
開
創
者
朝
倉
氏
で
は
な
く
、
安
居
氏
を
被
官
と

し
て
い
た
斯
波
持
種
で
あ
っ
た）

（（
（

、
③
朝
倉
高
景
が
足
利
義
詮
か
ら
地
頭
職
を
宛

行
わ
れ
た
七
か
所
の
う
ち
の
一
つ
坂
南
本
郷
に
、
永
享
頃
、
希
明
清
良
を
招
い

て
龍
興
寺
を
創
建
し
た
「
安
居
信
官
藤
清
長）

（（
（

」
は
安
居
氏
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
、

な
ど
で
あ
る
。

　

安
居
氏
が
朝
倉
氏
に
代
わ
っ
て
安
居
郷
・
坂
南
本
郷
を
領
す
る
こ
と
に
な
っ

た
の
は
、
斯
波
氏
に
よ
る
朝
倉
氏
に
対
す
る
抑
圧
策
と
も
い
え
、
斯
波
氏
と
朝

倉
氏
の
関
係
を
考
え
る
上
で
、
そ
の
時
期
が
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

残
念
な
が
ら
有
力
な
手
が
か
り
は
な
い
。
た
だ
、
斯
波
義
将
の
生
存
期
、
つ
ま

り
応
永
十
七
年
以
前
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
管
領
と
し

て
長
く
中
央
政
界
に
重
き
を
な
し
た
義
将
に
比
し
て
、
そ
の
子
息
義
重
の
政
治

的
力
量
は
父
に
及
ぶ
べ
く
も
な
く）

（（
（

、
有
力
被
官
朝
倉
氏
の
所
領
削
減
と
い
う
荒

技
を
断
行
す
る
こ
と
は
困
難
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
斯
波
氏
の
朝

倉
氏
に
対
す
る
感
情
か
ら
い
え
ば
、
貞
治
の
政
変
に
お
け
る
朝
倉
氏
の
向
背
を

実
体
験
し
て
い
る
義
将
は
、
朝
倉
氏
に
対
す
る
怨
恨
と
警
戒
感
を
だ
れ
よ
り
も

抱
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
朝
倉
氏
に
対
す
る
抑
圧
的
な
施
策
を
断
行
で
き
る

の
は
義
将
を
お
い
て
他
に
い
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
　

む 

す 

び

　

朝
倉
氏
が
斯
波
氏
と
の
関
係
を
形
成
し
た
の
は
、『
朝
倉
始
末
記
』
な
ど
の

伝
え
る
よ
う
に
、
元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）
四
月
、
足
利
高
氏
の
丹
波
篠
村
に

お
け
る
反
幕
の
挙
兵
に
呼
応
し
て
以
後
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
佐
藤
圭
氏
が
主
張

す
る
、
鎌
倉
末
期
に
当
た
る
斯
波
高
経
の
「
成
長
期
」
に
長
井
氏
を
通
じ
て
関

係
を
取
り
結
ん
だ
と
す
る
説
に
は
従
え
な
い
。
具
体
的
経
緯
は
知
る
よ
し
も
な

い
が
、
足
利
一
門
の
有
力
部
将
で
あ
っ
た
斯
波
高
経
の
軍
事
指
揮
下
に
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
国
の
武
士
が
参
陣
し
て
い
た
は
ず
で
、
朝
倉
氏
も
ど
こ
か
の
段
階
で

斯
波
軍
の
一
員
に
加
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

暦
応
二
年
（
一
三
三
九
）
七
月
の
越
前
黒
丸
城
で
の
軍
評
定
で
す
で
に
斯
波



75

河
村　

南
北
朝
期
に
お
け
る
朝
倉
氏
と
斯
波
氏

軍
の
主
要
メ
ン
バ
ー
に
列
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
斯
波
氏
と
の
関
係
の
深
化

は
か
な
り
急
速
に
進
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。
朝
倉
氏
は
そ
の
後
も
斯
波
氏
と
の
関

係
を
一
層
強
化
し
、
斯
波
氏
が
足
利
尊
氏
に
叛
し
た
観
応
の
擾
乱
に
お
け
る
朝

倉
氏
の
動
静
は
不
明
な
が
ら
、
文
和
三
年
（
一
三
五
四
）
十
二
月
、
斯
波
高
経

が
足
利
直
冬
に
呼
応
し
て
挙
兵
し
た
際
は
、
斯
波
軍
の
主
要
な
戦
力
と
し
て
参

戦
し
て
い
て
、
後
世
の
朝
倉
氏
が
力
説
す
る
、
幕
府
御
家
人
と
は
正
反
対
の
立

場
に
立
っ
て
斯
波
氏
へ
忠
義
を
尽
く
し
て
い
る
。
但
馬
か
ら
ま
っ
た
く
の
新
天

地
越
前
に
入
国
し
た
朝
倉
氏
が
、
在
地
に
足
場
を
構
築
す
る
上
で
守
護
斯
波
氏

と
の
関
係
は
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
は
反
幕
側
に
回
っ
て
で
も
そ
の
関
係
の
維

持
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
室
町
期
に
ま
で
継
承
さ
れ
る
河
口
荘
に
お
け
る

権
益
も
、
朝
倉
高
景
が
斯
波
高
経
を
介
し
て
獲
得
し
た
も
の
に
相
違
な
い
。
た

だ
、
当
時
の
朝
倉
氏
は
、
幕
府
奉
行
人
安
威
氏
と
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
も
有
し
て
い

た
ら
し
く
、
守
護
斯
波
氏
に
の
み
視
線
を
注
い
で
い
た
わ
け
で
は
な
い
点
に
も

留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

さ
て
、
河
口
荘
に
お
け
る
朝
倉
氏
の
「
押
妨
」
が
、
春
日
社
・
興
福
寺
の
斯

波
氏
に
対
す
る
攻
撃
を
招
き
、そ
の
こ
と
が
斯
波
氏
の
朝
倉
氏
へ
の
「
御
不
審
」

を
生
ん
だ
。
そ
し
て
、
中
央
政
界
に
お
け
る
佐
々
木
導
誉
を
中
心
と
す
る
反
斯

波
派
大
名
の
圧
力
が
貞
治
の
政
変
を
招
来
す
る
が
、
朝
倉
氏
は
少
な
く
と
も
政

変
の
一
年
前
に
あ
た
る
貞
治
四
年
六
月
ま
で
は
、
表
面
的
に
は
斯
波
氏
被
官
と

し
て
ふ
る
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
斯
波
氏
失
脚
を
確
信
し
た
時
点

で
、
離
反
を
決
断
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
斯
波
氏
は
高
経
の
死
後
幕
府
か
ら
宥
免
さ
れ
、
急
速
に
政
治
的

地
位
を
回
復
し
て
い
く
と
、
朝
倉
氏
に
と
っ
て
斯
波
氏
と
の
関
係
修
復
が
最
大

の
課
題
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
朝
倉
氏
は
、
高
景
の
甥
紫
岩
を
通
じ
て
（
足
利
義

満
の
庶
兄
柏
庭
の
関
与
も
あ
っ
た
カ
）
斯
波
義
将
に
宥
免
を
請
い
、
容
れ
ら
れ

た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
時
期
は
、
高
景
の
没
し
た
応
安
五
年
（
一
三
七
二
）
以

後
の
こ
と
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　

管
領
に
復
帰
し
た
義
将
の
も
と
で
康
暦
二
年
（
一
三
八
〇
）
か
ら
至
徳
三
年

（
一
三
八
六
）
に
か
け
て
「
浅
倉
」
某
が
使
者
を
務
め
て
い
る
の
は
、
朝
倉
氏

と
斯
波
氏
の
関
係
が
修
復
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
が
、
彼
が
宗
家
当
主

氏
景
か
ど
う
か
は
断
定
で
き
ず
、
む
し
ろ
義
将
に
近
侍
し
て
い
た
織
田
与
三
重

治
の
如
く
、
宗
家
と
は
別
に
個
人
的
に
義
将
と
の
関
係
を
も
っ
て
い
た
朝
倉
庶

族
の
可
能
性
が
高
い
。

　

と
も
あ
れ
、
斯
波
義
将
は
朝
倉
氏
と
の
関
係
を
修
復
し
た
と
は
い
え
、
貞
治

の
政
変
に
際
し
て
向
背
し
た
過
去
を
決
し
て
忘
れ
ず
、
警
戒
を
解
く
こ
と
は
な

か
っ
た
。
明
徳
三
年
の
相
国
寺
供
養
時
の
随
兵
か
ら
朝
倉
氏
を
除
外
し
た
の
は

そ
の
表
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
南
北
朝
初
頭
以
来
の
朝
倉
氏
の
拠
点
の
一
つ
安
居

郷
や
、
朝
倉
高
景
が
貞
治
の
政
変
で
足
利
義
詮
か
ら
勲
功
賞
と
し
て
宛
行
わ
れ

た
七
か
所
の
一
つ
坂
南
本
郷
を
、
い
ず
れ
も
安
居
氏
に
与
え
て
い
る
の
は
、
斯

波
義
将
の
朝
倉
氏
に
対
す
る
抑
圧
策
の
側
面
さ
え
う
か
が
え
る
（
安
居
氏
と
斯

波
氏
と
の
関
係
に
か
か
わ
る
問
題
で
も
あ
ろ
う
が
）。

　

朝
倉
氏
の
斯
波
氏
家
中
に
お
け
る
地
位
が
確
立
す
る
の
は
、
お
そ
ら
く
斯
波

義
将
の
没
す
る
応
永
十
七
年
以
後
の
こ
と
で
、
永
享
期
に
は
甲
斐
、
織
田
、
二

宮
ら
と
比
肩
す
る
重
臣
の
地
位
を
確
立
す
る）

（（
（

。
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六
十
八
巻
二
号

註（
１
）
①
延
文
二
年
十
二
月
二
日
足
利
尊
氏
袖
判
下
文
写
、
②
貞
治
五
年
八
月
九
日
足
利
義

詮
御
判
御
教
書
写
、
③
同
年
十
一
月
六
日
足
利
義
詮
袖
判
下
文
写
、
④
同
年
同
月
七
日

足
利
義
詮
御
判
御
教
書
写
（『
福
井
市
史
』
資
料
編
２
「
軍
記
・
系
図
・
真
宗
史
料
「
朝

倉
家
記
」
所
収
文
書
」
三
一
～
三
四
号
）。

（
２
）
拙
稿
「『
朝
倉
家
記
』
所
収
南
北
朝
期
文
書
の
再
検
討
」（『
日
本
歴
史
』
四
六
三
、�

一
九
八
六
年
）。

（
３
）
松
原
信
之
「
南
北
朝
内
乱
と
越
前
朝
倉
氏
の
勃
興
―
『
朝
倉
家
記
』
所
収
文
書
の
再

検
討
―
」（『
日
本
歴
史
』
四
八
〇
、
一
九
八
八
年
、
の
ち
一
部
を
改
訂
し
て
同
『
越
前

朝
倉
氏
の
研
究
』
三
秀
舎
、
二
〇
〇
八
年
〈
以
下
「
松
原
氏
前
掲
書
」
と
す
る
の
は
す

べ
て
本
書
を
指
す
〉
に
再
録
）。

（
４
）
拙
稿
「『
朝
倉
家
記
』
所
収
足
利
尊
氏
袖
判
下
文
の
疑
点
に
つ
い
て
」（『
若
越
郷�����

土
研
究
』
六
七

－

二
、
二
〇
二
三
年
）。
以
下
で
は
、
こ
の
拙
稿
を
「
前
稿
」
と
す
る
。

（
５
）『
朝
倉
始
末
記
』
は
多
数
の
異
本
が
あ
る
が
、本
稿
で
は
『
福
井
市
史
』
資
料
編
２
「
軍

記
・
系
図
・
真
宗
史
料
」
六
号
と
し
て
収
め
る
、
い
わ
ゆ
る
横
浜
本
を
用
い
る
。
な
お
、

同
書
に
『
朝
倉
始
末
記
』
に
関
す
る
詳
細
な
解
説
が
あ
る
。

（
６
）『
福
井
市
史
』
資
料
編
２
「
軍
記
・
系
図
・
真
宗
史
料
」
七
号
。

（
７
）
佐
藤
圭
「
朝
倉
氏
の
越
前
入
国
に
つ
い
て
」（『
年
報
中
世
史
研
究
』
一
五
、�

一
九
九
〇
年
）。
な
お
、佐
藤
氏
が
そ
の
後
執
筆
し
た『
福
井
市
史
』通
史
編
１（
一
九
九
七

年
）
第
五
章
第
一
節
５
「
朝
倉
氏
の
動
向
と
斯
波
高
経
の
失
脚
」（
五
一
八
～
五
二
八
頁
）

も
論
旨
に
変
更
は
認
め
ら
れ
な
い
。

（
８
）
こ
の
史
料
を
最
初
に
紹
介
し
た
松
原
信
之
氏
は
「
壬
生
本
朝
倉
系
図
」
と
し
た
が　

（「
壬
生
本
朝
倉
系
図
に
つ
い
て
」『
日
本
海
地
域
史
研
究
』
六
、
一
九
八
四
年
）、
前
掲

書
に
収
録
す
る
際
、「
壬
生
本
朝
倉
家
譜
」
と
し
て
紹
介
、
解
説
し
て
い
る
（
第
三
部
第

一
章
）。
そ
れ
に
よ
る
と
、
前
半
に
系
図
が
あ
り
、
そ
れ
に
続
く
朝
倉
氏
歴
代
の
事
績
を

叙
述
す
る
部
分
の
端
裏
書
に
「
朝
倉
家
伝
記
」
と
あ
る
よ
う
な
の
で
、
以
下
で
は
前
半

の
系
図
部
分
を
「
壬
生
本
朝
倉
系
図
」、
後
半
を
「
朝
倉
家
伝
記
」
と
表
記
す
る
。
成
立

は
松
原
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
随
所
に
「
至
永
禄
十
二
己
巳
凡
○
○
年
也
」
と
あ
る

の
で
、
永
禄
十
二
年
（
一
五
六
九
）
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

（
９
）
足
羽
荘
は
鎌
倉
初
期
に
は
一
条
家
領
だ
っ
た
も
の
の
、
同
後
期
に
は
皇
室
領
と
な
り
、

一
条
家
領
に
復
す
る
の
は
室
町
期
に
な
っ
て
か
ら
で
、
南
北
朝
期
は
常
磐
宮
領
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
黒
丸
は
足
羽
荘
で
は
な
く
、
北
隣
の
藤
島
荘
に
属
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ

る
（
拙
稿
「
足
羽
御
厨
（
足
羽
庄
）
の
伝
領
に
つ
い
て
」『
若
越
郷
土
研
究
』
三
一

－

三
・

四
・
五
、
一
九
八
六
年
）。

（
10
）
佐
藤
氏
前
掲
論
文
に
よ
れ
ば
、
泰
信
の
弟
高
実
も
朝
倉
姓
だ
し
、
朝
倉
荘
を
伝
領
し

た
の
は
泰
信
ら
の
祖
父
八
木
安
高
の
甥
朝
倉
宗
信
の
子
信
泰
と
さ
れ
る
な
ど
朝
倉
氏
に

は
数
系
統
が
あ
る
中
で
、
広
景
が
ど
の
系
統
に
つ
な
が
る
の
か
確
定
で
き
ず
、
戦
国
期

に
は
広
景
の
出
自
は
不
明
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
。

（
11
）
以
下
、
長
井
氏
に
つ
い
て
は
、
小
泉
宜
右
「
御
家
人
長
井
氏
に
つ
い
て
」（
高
橋
隆
三

先
生
喜
寿
記
念
論
集
刊
行
会
編『
古
記
録
の
研
究
』続
群
書
類
従
完
成
会
、一
九
七
〇
年
）、

佐
藤
進
一
『
増
訂
鎌
倉
幕
府
守
護
制
度
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
一
年
）

一
六
八
～
一
六
九
頁
な
ど
参
照
。

（
12
）
斯
波
高
経
は
貞
治
六
年
（
一
三
六
七
）
七
月
十
三
日
に
六
十
三
歳
で
没
し
て
い
る
の

で
（『
師
守
記
』
同
日
条
）、
生
年
は
嘉
元
三
年
（
一
三
〇
五
）
と
な
る
。

（
13
）『
太
平
記
』
巻
二
十
一
「
任
遺
勅
被
成
綸
旨
事
付
義
助
攻
落
黒
丸
城
事
」（
日
本
古
典

文
学
大
系
『
太
平
記
』
二
、
三
四
八
頁
）。
以
下
流
布
本
『
太
平
記
』
に
つ
い
て
は
、
日
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南
北
朝
期
に
お
け
る
朝
倉
氏
と
斯
波
氏

本
古
典
文
学
大
系
の
巻
数
と
頁
数
に
よ
り
、「
二

－

三
四
八
頁
」
の
如
く
示
す
。

（
14
）
流
布
本
『
太
平
記
』
は
、
丹
波
篠
村
に
着
陣
し
、
そ
こ
か
ら
六
波
羅
攻
め
に
向
か
っ

た
足
利
勢
の
構
成
員
に
斯
波
高
経
の
名
を
記
さ
な
い
が
（
一

－

二
八
八
・
二
九
三
頁
）、

毛
利
家
本
・
天
正
本
『
太
平
記
』
は
、
六
波
羅
攻
め
に
向
か
う
諸
将
と
し
て
、
足
利
直
義
、

吉
良
貞
義
・
満
義
父
子
に
続
い
て
「
尾
張
弥
（
孫
）
三
郎
高
経
」
の
名
を
挙
げ
て
い
る
（
東

京
大
学
史
料
編
纂
所
「
大
日
本
史
料
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
正
慶
二
年
四
月
二
十
九
日
条
）。

（
15
）
小
川
信
『
足
利
一
門
守
護
発
展
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
〇
年
）
三
七
五

～
三
七
八
頁
。
以
下
、「
小
川
氏
前
掲
書
」
と
す
る
の
は
す
べ
て
本
書
を
指
す
。

（
16
）
明
徳
三
年
（
一
三
九
二
）
の
相
国
寺
供
養
に
お
け
る
斯
波
義
重
の
随
兵
由
宇
氏
実
は

（「
相
国
寺
供
養
記
」『
群
書
類
従
』
二
四
、
釈
家
部
）、
周
防
国
の
和
名
抄
郷
由
宇
郷
を

名
字
の
地
と
す
る
武
士
と
み
ら
れ
る
。
な
お
、
拙
稿
「
南
北
朝
期
の
守
護
権
力
構
造
―

斯
波
氏
の
被
官
構
成
―
」（『
若
越
郷
土
研
究
』
二
三

－
二
・
三
・
四
、
一
九
七
八
年
、
の

ち
木
下
聡
編
著『
管
領
斯
波
氏
』戎
光
祥
出
版
、
二
〇
一
五
年
、
に
再
録
）の
四（
５
）「
由

宇
氏
」
参
照
。
以
下
で
は
こ
の
拙
稿
を
「
旧
稿
」
と
す
る
。

（
17
）「
河
野
土
居
系
図
」（『
大
日
本
史
料
』第
六
編
之
二〈
以
下『
史
料
』六

－

二
の
如
く
略
記
〉

二
一
二
頁
）
の
通
増
の
項
に
「
建
武
元
年
甲
戌
於
紀
州
飯
盛
城
合
戦
、
敗
足
利
尾
張
守

高
経
大
軍
」
と
あ
る
が
、
高
経
を
飯
盛
城
主
と
す
る
の
は
『
大
日
本
史
料
』
の
指
摘
通

り
誤
り
で
あ
る
。

（
18
）「
忽
那
一
族
軍
忠
次
第
」（『
史
料
』
六

－

二
、
二
六
八
頁
）
に
「
紀
伊
国
飯
森
城
大

将
足
利
尾
張
守
建
武
元
年

」
と
あ
る
。

（
19
）
建
武
三
年
七
月
日
斯
波
高
経
挙
状
（『
史
料
』
六
ー
三
、
三
八
四
頁
、
天
野
文
書
）。

（
20
）
建
武
三
年
七
月
十
二
日
朝
倉
重
方
軍
忠
状
（「
東
寺
百
合
文
書
」
ぬ
函
一
五

－

三
）。

朝
倉
重
方
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
氏
前
掲
論
文
に
詳
し
い
。

（
21
）「
社
家
記
録
」（
増
補
続
史
料
大
成
『
八
坂
神
社
記
録
』
一
）
観
応
元
年
七
月
二
十
五

日
条
に
「（
越
前
）
守
護
代
八
木
高
勝
」、『
太
平
記
』
に
「
守
護
代
八
木
光
勝
」（
三

－

七
八
頁
）
と
あ
る
。
八
木
氏
の
通
字
は
「
高
」
と
思
わ
れ
る
の
で
（
佐
藤
氏
前
掲
論
文

四
〇
頁
の
「
図
５
朝
倉
・
八
木
氏
略
系
図
」
参
照
）、「
高
勝
」
が
正
し
く
、『
太
平
記
』
は
「
コ

ウ
シ
ョ
ウ
」
と
音
読
み
に
誤
読
し
て
表
記
を
誤
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
八

木
高
勝
を
佐
藤
氏
は
斯
波
高
経
の
守
護
代
と
し
て
い
る
が
、
当
時
の
越
前
守
護
は
高
経

で
は
な
く
細
川
賴
春
と
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
拙
稿
「
南
北
朝
・
室
町
期
越
前
守
護
沿
革
・

支
配
機
構
に
関
す
る
諸
問
題
（
一
）」（『
若
越
郷
土
研
究
』
四
三

－

三
、一
九
九
八
年
）

で
指
摘
し
て
い
る
。

（
22
）『
史
料
』
六

－

一
九
、
七
〇
六
～
七
〇
七
頁
。

（
23
）『
史
料
』
六

－

一
九
、
七
四
〇
～
七
四
一
頁
。

（
24
）
斯
波
高
経
が
、
貞
治
元
年
（
一
三
六
二
）
七
月
、
三
男
氏
頼
を
差
し
置
い
て
、
そ
の

弟
義
将
を
執
事
に
推
挙
し
た
こ
と
で
氏
頼
は
遁
世
し
た
と
さ
れ
る
（『
太
平
記
』
三

－

三
八
〇
頁
）。
な
お
、
小
川
氏
前
掲
書
四
〇
八
～
四
〇
九
頁
参
照
。

（
25
）
松
原
氏
註
（
３
）
前
掲
論
文
。

（
26
）
旧
稿
が
『
管
領
斯
波
氏
』（
註
16
）
に
再
録
さ
れ
る
に
あ
た
り
、そ
の
付
記
に
お
い
て
、

「
こ
れ
（
旧
稿
）
に
対
す
る
松
原
氏
の
全
面
的
な
批
判
も
、
ほ
ぼ
受
け
入
れ
た
い
」
と
し

た
（
一
二
〇
頁
）。
た
だ
、
流
布
本
『
太
平
記
』
な
ど
が
朝
倉
下
野
守
と
す
る
理
由
に
つ

い
て
の
松
原
氏
の
説
明
に
は
疑
問
が
残
る
。
す
な
わ
ち
、『
太
平
記
』
諸
本
の
成
立
と
さ

れ
る
応
安
年
間
の
朝
倉
氏
当
主
は
、
応
安
五
年
（
一
三
七
二
）
死
没
の
高
景
か
そ
の
子

氏
景
と
な
る
が
、
高
景
の
官
途
は
遠
江
守
、
氏
景
は
美
作
守
で
あ
り
（「
朝
倉
家
伝
記
」

や
各
種
系
図
）、
松
原
説
は
説
得
的
で
な
い
。
ち
な
み
に
、
朝
倉
氏
で
最
初
に
下
野
守
を

名
乗
る
の
は
氏
景
の
子
の
為
景
で
あ
り
、
結
局
『
太
平
記
』
諸
本
が
下
野
守
と
す
る
理
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六
十
八
巻
二
号

由
は
不
明
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
27
）『
師
守
記
』
貞
治
元
年
十
月
二
日
条
に
「
是
日
発
向
摂
州
軍
勢
悉
上
洛
、（
中
略
）
大

夫
入
道
（
斯
波
修
理
大
夫
入
道
道
朝
＝
高
経
）
勢
朝
倉
幷
佐
々
木
・
山
中
判
官
等
、
為

守
護
止
国
云
々
」
と
あ
る
。

（
28
）「
御
的
日
記
」（『
続
群
書
類
従
』
二
三
下
、
武
家
部
）
貞
治
三
年
・
四
年
条
。

（
29
）「
豊
原
信
秋
記
」
同
日
条
（『
史
料
』
六

－

四
二
、
一
三
九
頁
）。

（
30
）「
文
安
年
中
御
番
帳
」「
永
享
以
来
御
番
帳
」「
常
徳
院
殿
様
江
州
御
動
座
当
時
在
陣

衆
着
到
」（
い
ず
れ
も
『
群
書
類
従
』
二
九
、
雑
部
）
に
見
え
る
朝
倉
氏
の
官
途
は
、
兵

庫
助
・
掃
部
助
・
左
（
右
）
京
亮
・
備
後
守
（
入
道
）・
中
務
丞
・
式
部
丞
（
ほ
か
に
才

松
丸
・
九
郎
・
彦
四
郎
）
な
ど
で
、
弾
正
忠
は
な
い
。

（
31
）『
続
群
書
類
従
』
七
上
、
系
図
部
。

（
32
）「
宝
篋
院
殿
宣
下
記
」（『
群
書
類
従
』
二
二
、
武
家
部
）。

（
33
）
註
（
28
）
に
同
じ
。
こ
の
朝
倉
孫
太
郎
は
、
註
（
20
）
の
朝
倉
孫
太
郎
重
方
の
子
息

で
あ
ろ
う
。

（
34
）「
鹿
苑
院
殿
厳
島
詣
記
」（『
群
書
類
従
』
一
八
、
紀
行
部
）。

（
35
）
旧
稿
に
対
す
る
松
原
氏
の
批
判
を
受
容
し
た
旨
を
述
べ
た
際
（
註
26
）、
奉
公
衆
朝

倉
氏
の
官
途
に
弾
正
忠
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
、
及
び
弼
景
の
推
定
生
存
時
期
と
「
御

的
日
記
」
の
弾
正
忠
の
所
見
年
代
に
矛
盾
が
な
い
こ
と
を
そ
の
理
由
に
挙
げ
て
い
た
が
、

④
の
延
文
四
年
と
い
う
年
代
を
考
慮
し
て
い
な
か
っ
た
点
を
反
省
し
、
弾
正
忠
を
弼
景

に
比
定
す
る
こ
と
は
留
保
し
た
い
。
弼
景
に
始
ま
る
こ
の
朝
倉
氏
庶
流
は
戦
国
期
に
は

三
段
崎
氏
を
名
乗
り
、
越
前
敦
賀
郡
奉
行
や
朝
倉
宗
家
の
奏
者
な
ど
を
務
め
る
家
で　

（
松
原
氏
前
掲
書
二
二
五
～
二
二
七
頁
、
二
八
二
～
二
九
三
頁
）、「
壬
生
本
朝
倉
系
図
」

（
註
８
参
照
）
は
三
段
崎
弾
正
忠
月
山
（
弼
景
）
以
降
七
代
あ
と
ま
で
記
す
が　
（
松
原

氏
前
掲
書
四
八
九
頁
）、
そ
の
う
ち
一
次
史
料
に
所
見
の
あ
る
の
は
、
弼
景
の
曾
孫
泰
道
の

次
男
長
縁
が
、
文
明
十
一
年
（
一
四
七
九
）
三
月
の
清
水
寺
再
興
奉
加
帳
（『
史
料
』
八

－

一
一
、三
六
四
～
三
七
五
頁
）
に
「
朝
倉
蔵
人
長
縁
」
と
見
え
る
だ
け
で
、
敦
賀
郡
奉
行
や

奏
者
と
し
て
見
え
る
三
段
崎
氏
は
系
図
に
は
見
当
た
ら
ず
、
謎
の
多
い
系
流
と
い
え
る
。

（
36
）『
史
料
』
六

－

二
七
、
貞
治
五
年
八
月
八
日
条
に
収
載
す
る
「
吉
田
家
日
次
記
」　
「
神

木
御
動
座
度
々
大
乱
類
聚
」「
大
乗
院
日
記
目
録
」「
東
金
堂
細
細
要
記
」（
三
四
三
～

三
四
四
頁
）
の
い
ず
れ
も
、
斯
波
一
族
の
没
落
を
八
月
九
日
と
伝
え
て
い
る
。

（
37
）「
鵜
殿
関
問
答
引
付
」（
以
下
「
問
答
引
付
」
と
略
記
）。
こ
の
史
料
に
つ
い
て
は
、

大
部
分
が
『
史
料
』
六

－

二
六
・
二
七
に
収
載
さ
れ
て
い
る
が
、
未
収
載
分
も
含
め
て

国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
を
閲
覧
し
た
。
賢
重
申
状
は
『
史
料
』
六

－

二
六
、
七
六
三
～
七
六
四
頁
に
所
載
。

（
38
）
た
と
え
ば
、「
重
阿
弥
ニ
外
様
事
申
預
」
け
た
と
い
い
な
が
ら　

重
阿
に
は
半
分
し

か
請
け
負
わ
せ
て
い
な
い
し
、「
地
下
公
用
以
下
引
違
事
ハ
、
一
円
朝
倉
致
沙
汰
」、
つ

ま
り
、
重
阿
の
未
進
年
貢
も
朝
倉
が
す
べ
て
沙
汰
す
る
こ
と
を
代
官
側
は
確
認
し
て
い

る
が
、
そ
れ
は
「
一
躰
分
身
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
興
福
寺
に
と
っ
て
望
ま

し
い
関
係
だ
と
思
わ
れ
る
の
に
、
結
局
「
一
躰
分
身
」
で
は
な
く
「
各
別
人
躰
」
で
あ

る
と
の
朝
倉
側
の
回
答
を
聞
い
た
興
福
寺
使
者
が
「
又
無
子
細
候
」
と
安
堵
し
て
い
る

理
由
が
よ
く
分
か
ら
な
い
。
八
月
十
四
日
に
朝
倉
側
の
代
官
が
奈
良
に
参
上
し
た
と
き
、

興
福
寺
側
が
「
重
阿
分
半
関
々
務
幷
朝
倉
分
御
判
料
」
を
請
文
に
従
っ
て
沙
汰
す
る
よ

う
申
し
入
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
問
答
は
始
ま
っ
て
い
る
の
で
（「
問
答
引
付
」
の
地
の

文
）、
あ
る
い
は
、
交
渉
上
の
技
術
的
な
面
か
ら
重
阿
と
高
景
を
峻
別
す
る
必
要
が
あ
っ

た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

（
39
）
小
川
氏
前
掲
書
四
四
二
～
四
四
三
頁
。
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け
る
朝
倉
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と
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波
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（
40
）
朝
倉
氏
の
鵜
殿
関
請
負
の
経
緯
に
関
し
て
は
不
明
な
部
分
も
あ
る
が
、
幕
府
奉
行

人
安
威
氏
（「
東
寺
百
合
文
書
」
ヨ
函
一
〇
三
・
一
〇
五
な
ど
に
所
見
の
あ
る
安
威
左
衛

門
入
道
性
遵
カ
）
の
口
入
が
あ
り
、
朝
倉
氏
の
前
の
代
官
は
大
和
の
国
人
と
お
ぼ
し
き

櫟
本
氏
が
在
職
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
貞
治
五
年
九
月
三
日
に
鵜
殿
関
に
下
向

し
、
櫟
本
氏
が
還
補
を
望
ん
で
い
る
こ
と
を
伝
え
て
き
た
興
福
寺
の
使
者
宗
禅
に
対
し

て
、
朝
倉
代
官
は
「
院
家
（
大
乗
院
カ
）
御
使
幷
安
威
殿
使
者
相
副
候
天
、
櫟
本
殿
還
補

之
由
被
申
候
者
、
曽
不
可
有
子
細
候
」
と
答
え
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
（「
問
答
引
付
」
所

収
、
同
年
九
月
四
日
宗
禅
申
状
〈『
史
料
』
六

－

二
七
、七
六
四
～
七
六
五
頁
〉）、
安
威

氏
が
櫟
本
氏
の
鵜
殿
関
代
官
還
補
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
同

年
九
月
二
十
六
日
付
の
朝
倉
代
官
堯
俊
・
良
円
連
署
申
状
（「
問
答
引
付
」
所
収　
〈
同

書
七
六
二
～
七
六
三
頁
〉）
に
は
「
於
重
阿
者
、
最
前
下
国
、
随
分
被
相
応
忠
節
候
之
間
、

連
々
安
威
禅
門
方
申
候
了
」
と
あ
り
、
こ
れ
を
「
越
前
で
斯
波
氏
追
討
戦
に
重
阿
と
共

に
参
戦
し
て
い
る
高
景
が
、
重
阿
の
忠
節
ぶ
り
を
安
威
禅
門
に
報
告
し
た
」、
も
し
く
は

「
重
阿
自
身
が
越
前
に
下
向
し
て
斯
波
氏
討
伐
戦
で
忠
節
を
尽
く
し
て
い
る
旨
を
安
威
禅

門
に
何
度
も
報
告
し
た
」
と
解
釈
で
き
る
と
す
れ
ば
、
朝
倉
の
補
任
に
も
安
威
氏
の
口

入
が
あ
っ
た
可
能
性
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
。
櫟
本
が
還
補
に
動
い
た
の
は
、
朝
倉
・

重
阿
の
越
前
下
向
が
契
機
に
な
っ
た
の
は
間
違
い
な
く
、
十
月
八
日
に
鵜
殿
関
で
興
福

寺
使
者
賢
重
と
対
面
し
た
朝
倉
代
官
三
人
の
証
言
に
よ
る
と
、
京
都
九
条
殿
で
、「
重
阿

没
落
之
上
者
、
如
元
櫟
本
兵
庫
ヲ
可
被
入
置
」
と
聞
か
さ
れ
た
と
い
う
（
註
37
賢
重
申

状
）。
な
お
、
文
和
元
年
（
一
三
五
二
）
当
時
、
安
威
次
郎
左
衛
門
尉
が
京
都
で
斯
波
高

経
の
代
官
を
務
め
て
い
る
の
で
（
註
21
「
社
家
記
録
」
文
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日
条
）、

安
威
氏
は
朝
倉
・
斯
波
両
氏
と
関
係
を
有
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
41
）「
問
答
引
付
」
に
は
貞
治
六
年
六
月
六
日
付
の
重
阿
鵜
殿
関
御
判
料
請
文
と
、
鵜
殿

関
半
分
雑
掌
職
請
文
、
及
び
同
年
六
月
日
付
鵜
殿
半
関
月
宛
注
文
が
収
載
さ
れ
て
い
る

（
い
ず
れ
も
『
大
日
本
史
料
』
未
収
載
）。

（
42
）（
延
文
五
年
）
九
月
六
日
坊
門
宛
大
乗
院
門
跡
孝
覚
書
状
案
（『
史
料
』
六

－

二
三
、�

二
五
三
頁
、「
御
挙
状
幷
御
書
等
執
筆
引
付
」）。

（
43
）（
康
安
二
年
）九
月
九
日
修
理
大
夫
入
道（
斯
波
高
経
）宛
大
乗
院
門
跡
御
教
書
案（『
史

料
』
六

－

二
四
、
四
二
四
頁
、
同
引
付
）。

（
44
）『
史
料
』
六

－

二
六
、
貞
治
三
年
十
二
月
二
十
日
条
（
四
〇
八
～
四
二
六
頁
）
に
関

係
史
料
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。

（
45
）『
太
平
記
』三

－

四
四
〇
頁
。
な
お「
太
平
記
抜
書
」の
一
つ
と
さ
れ
る「
神
木
入
洛
記
」

に
も
ほ
ぼ
同
文
の
記
述
が
あ
る
（『
史
料
』
六

－

二
六
、
四
一
〇
頁
）。

（
46
）
旧
稿
で
は
、
高
経
の
朝
倉
に
対
す
る
「
御
不
審
」
を
、
朝
倉
氏
が
幕
府
か
ら
斯
波
氏

の
越
前
入
国
阻
止
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
を
伝
え
る
足
利
義
詮
御
教
書
（
本
文
所
引
）
や

系
図
類
の
記
事
を
裏
付
け
る
文
言
と
し
て
扱
っ
た
が
、朝
倉
氏
が
斯
波
氏
か
ら
「
御
不
審
」

を
抱
か
れ
る
こ
と
自
体
は
斯
波
氏
離
反
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
表

面
的
に
は
朝
倉
氏
は
あ
く
ま
で
斯
波
氏
配
下
の
国
人
の
立
場
を
保
持
し
て
い
た
と
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
47
）
小
川
氏
前
掲
書
四
四
三
頁
。
旧
稿
で
こ
の
小
川
氏
の
指
摘
を
「
十
分
首
肯
し
得
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、『
反
対
派
諸
将
』
は
幕
府
と
置
き
換
え
て
も
よ
か
ろ
う
」
と
し
た
が
、

こ
れ
で
は
朝
倉
氏
が
導
誉
ら
の
反
斯
波
派
大
名
で
は
な
く
幕
府
に
接
近
し
た
と
主
張
し

た
こ
と
に
な
る
。
斯
波
高
経
は
若
年
の
子
息
義
将
を
管
領
に
就
け
て
実
質
的
に
幕
政
の

中
枢
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、「
斯
波
氏
を
離
反
し
て
幕
府
に
接
近
し
た
」
と
い

う
説
明
は
不
適
切
で
あ
っ
た
。

（
48
）『
後
愚
昧
記
』
貞
治
二
年
七
月
十
日
条
。
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六
十
八
巻
二
号

（
49
）『
空
華
日
用
工
夫
略
集
』
同
日
条
。

（
50
）
同
右
、
康
暦
二
年
八
月
十
七
日
条
。
島
田
は
こ
の
あ
と
翌
永
徳
元
年
正
月
二
十
六
日
・

二
月
二
十
四
日
・
五
月
二
日
・
六
月
十
六
日
と
相
次
い
で
義
将
の
使
者
を
務
め
て
い
る
（
同

書
、
各
日
条
）。
な
お
、「
浅
倉
」
も
至
徳
三
年
（
一
三
八
六
）
三
月
十
八
日
に
斯
波
義

将
か
ら
義
堂
へ
の
使
者
に
起
用
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
間
「
浅
倉
」
と
義
将
と
の
関
係
も

維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

（
51
）「
吉
田
家
日
次
記
」
応
永
八
年
四
月
二
日
条
（『
史
料
』
七

－

四
、
九
〇
八
頁
）
に

「
同
道
向
島
田
遠
江
入
道
常
栄
、
来
五
日
為
守
護
代
、
可
下
向
信
濃
国
之
間
、
為
餞
送
也
」

と
あ
る
。

（
52
）山
崎
布
美「
織
田
氏
の
出
現
と
そ
の
存
在
形
態
」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』

二
六
、
二
〇
一
六
年
）。

（
53
）『
群
書
類
従
』
二
〇
、
合
戦
部
。

（
54
）「
壬
生
本
朝
倉
系
図
」（
松
原
氏
前
掲
書
四
八
八
頁
）。

（
55
）
柏
庭
清
祖
に
つ
い
て
は
、
臼
井
信
義
『
足
利
義
満
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
〇
年
）

二
二
六
～
二
二
七
頁
参
照
。

（
56
）
松
原
氏
前
掲
書
二
六
頁
。

（
57
）今
枝
愛
真「
曹
洞
宗
宏
智
派
の
発
展
と
朝
倉
氏
」（『
日
本
仏
教
』二
一
、
一
九
六
五
年
、

の
ち
同
『
中
世
禅
宗
史
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
〇
年
、
に
再
録
）。

（
58
）
今
枝
愛
眞
「
斯
波
義
将
の
禅
林
に
対
す
る
態
度
―
と
く
に
春
屋
妙
葩
と
の
関
係
に
つ

い
て
―
」（『
歴
史
地
理
』
八
六

－

二
、
一
九
五
六
年
、
の
ち
前
註
著
書
、
及
び
註
16
『
管

領
斯
波
氏
』
に
再
録
）。

（
59
）
朝
倉
氏
由
緒
覚
書
（『
福
井
市
史
』
資
料
編
２
、「
軍
記
・
系
図
・
真
宗
史
料
「
朝
倉
家
記
」

所
収
文
書
」
三
〇
号
）。
詳
し
く
は
前
稿
参
照
。

（
60
）「
桃
花
蘂
葉
」（『
群
書
類
従
』
二
七
、
雑
部
）。
一
条
兼
良
は
同
書
で
安
居
郷
を
「
安

居
保
」と
表
記
す
る
が
、そ
の
理
由
は
不
明
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、足
羽
荘
を「
足
羽
御
厨
」

と
表
記
し
て
い
る
の
は
、
一
条
家
を
離
れ
て
皇
室
領
足
羽
荘
と
な
っ
て
い
た
時
期
の
歴

史
を
否
定
す
る
た
め
敢
え
て
旧
称
を
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
来
の
安
居
御
厨
は

鎌
倉
後
期
以
降
に
「
安
居
郷
」
の
史
料
所
見
は
あ
っ
て
も
「
安
居
保
」
は
管
見
に
入
っ

て
い
な
い
（
註
９
前
掲
拙
稿
参
照
）。

（
61
）『
蔭
凉
軒
日
録
』
永
享
八
年
閏
五
月
十
六
日
・
同
十
年
三
月
十
八
日
条
。
安
居
氏

が
斯
波
義
種
の
被
官
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
松
浦
義
則
「
中
世
後
期
の
大
野
郡
」（
福
井

県
歴
史
の
道
調
査
報
告
書
第
５
集
『
美
濃
街
道
・
勝
山
街
道
』
福
井
県
教
育
委
員
会
、

二
〇
〇
五
四
年
、
の
ち
同
『
戦
国
期
越
前
の
領
国
支
配
』
戎
光
祥
出
版
、
二
〇
一
七
年
、

に
再
録
）
参
照
。

（
62
）『
日
本
洞
上
聯
燈
録
』
巻
四
「
慈
眼
天
真
自
性
禅
師
法
嗣
」（『
福
井
市
史
』
資
料
編
２
、

中
世
編
年
史
料
二
四
六
号
）。
な
お
、『
福
井
県
の
地
名
』（
平
凡
社
、
一
九
八
一
年
）「
坂

南
本
郷
」「
竜
興
寺
跡
」
の
項
（
三
二
六
・
三
二
九
頁
）
参
照
。�

（
63
）
斯
波
義
重
に
つ
い
て
は
、
古
く
秋
元
信
英
氏
が
「
政
界
で
は
最
（
マ
マ
）き
を
な
し
、
将
軍
義�

持
の
信
頼
も
厚
く
、
時
と
し
て
東
寺
に
強
引
な
内
政
干
渉
も
行
な
う
」
と
、
そ
の
政
治
手

腕
を
高
く
評
価
し
た
（「
斯
波
義
重
の
動
向
」『
歴
史
教
育
』
一
六

－

一
二
、
一
九
六
八

年
、
の
ち
註
16
『
管
領
斯
波
氏
』
に
再
録
）。
し
か
し
、
た
と
え
ば
、
義
重
は
父
義
将
の

後
見
の
も
と
応
永
十
二
年
管
領
に
就
任
す
る
が
、
同
十
六
年
、
義
将
は
義
重
に
代
え
て

十
三
歳
の
嫡
孫
義
淳
を
後
任
に
就
け
、
義
将
・
義
重
が
こ
れ
を
後
見
す
る
体
制
を
と
っ

た
の
は
、
義
淳
の
将
来
の
管
領
就
任
へ
の
布
石
と
い
う
一
面
が
あ
る
の
も
事
実
で
あ
ろ

う
が
、
義
将
が
義
重
の
能
力
に
全
幅
の
信
頼
を
お
い
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
の
表
れ
で

も
あ
る
。
な
お
、
小
泉
義
博
氏
は
、
た
と
え
ば
明
徳
二
年
に
加
賀
守
護
に
就
き
な
が
ら
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南
北
朝
期
に
お
け
る
朝
倉
氏
と
斯
波
氏

同
四
年
ま
で
に
斯
波
義
種
の
復
職
を
許
し
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
義
重
の
「
守
護
と
し

て
の
職
務
遂
行
能
力
が
欠
け
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
恐
ら
く
彼
の
消
極
的
性
格
に

由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
が
（「
室
町
期
の
斯
波
氏
に
つ
い
て
」『
北
陸
史

学
』
四
二
、
一
九
九
三
年
、
の
ち
註
16
『
管
領
斯
波
氏
』
に
再
録
）、
こ
の
加
賀
守
護
職
の

義
種
→
義
重
→
義
種
と
い
う
短
期
間
の
不
自
然
な
変
遷
は
、
義
重
の
能
力
に
起
因
す
る
も

の
で
は
な
く
、
義
将
の
反
幕
的
行
為
（
義
満
へ
の
不
満
か
ら
管
領
職
を
辞
し
て
越
前
に
下

国
）
に
対
す
る
義
満
の
懲
罰
と
宥
免
の
結
果
で
あ
る
（
拙
稿
「
南
北
朝
・
室
町
期
越
前
国

大
野
郡
の
守
護
支
配
体
制
再
考
」『
若
越
郷
土
研
究
』六
六

－

二
、
二
〇
二
二
年
）。
し
か
し
、

義
重
と
父
義
将
の
政
治
的
力
量
の
差
が
否
定
す
べ
く
も
な
い
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
。

（
64
）
正
長
二
年
（
永
享
元
年
）
八
月
二
十
四
日
、
管
領
就
任
要
請
を
固
辞
す
る
斯
波
義
淳

を
翻
意
さ
せ
る
べ
く
、
将
軍
義
教
が
「
武
衛
内
者
三
人
甲
斐
・
織
田
・
朝
倉
」
を
御
所

に
召
し
て
義
淳
へ
の
説
得
を
命
じ
て
い
る
の
は
（『
満
済
准
后
日
記
』
同
日
条
）、
こ
の

頃
ま
で
に
朝
倉
氏
が
斯
波
家
中
屈
指
の
重
臣
の
地
位
を
確
立
し
て
い
た
こ
と
を
明
瞭
に

示
し
て
い
る
。
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